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議案第８７号 

 

   工事請負契約の締結について 

 

 西教総工第１２号神戸小学校施設長寿命化事業の内建築主体工事について、次の 

とおり請負契約を締結するため、西条市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（平成１６年西条市条例第４８号）第２条の規定により、議会の

議決を求める。 

 

  令和７年１２月２日提出 

 

西条市長  高 橋 敏 明   
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１ 契約の目的  
  西教総工第１２号 

神戸小学校施設長寿命化事業の内 建築主体工事  
 
２ 契約の方法  
  一般競争入札  
 
３ 契約の金額  
  ４３７，８００，０００円  
 
４ 契約の相手方  

愛媛県西条市神拝甲１３２番地の４ 

西条建設株式会社 

代表取締役 星 加 隆 夫 
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提案理由 

 西教総工第１２号神戸小学校施設長寿命化事業の内建築主体工事請負契約の締結に

ついて、西条市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２

条の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

関係法令 

 西条市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

（議会の議決に付すべき契約） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９６条第１

項第５号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５

，０００万円以上の工事又は製造の請負とする。 
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議案第８８号 

 

   財産の減額譲渡について 

 

 次のとおり財産を減額譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和７年１２月２日提出 

 

西条市長  高 橋 敏 明   
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１ 譲渡する財産 

 (1) 土地及び建物 

  ア 所在地 西条市河之内甲４９４番地１ 外３０筆   

  イ 面積   

   (ｱ) 土地 ８，９６７．８７㎡ 

   (ｲ) 建物 １，０２０．２３㎡（延床面積：１，５１１．０６㎡） 

 (2) 物品   

   キャビネット、モニター（監視カメラ用）、スチームコンベクションオーブン

その他の物品 

 

２ 譲渡の相手方 

  愛媛県伊予郡砥部町拾町９２番地２ 

   株式会社プログレッソ 

    代表取締役社長 中 矢 孝 則 

 

３ 譲渡金額 

  ４，８００，０００円 
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提案理由 

 令和８年４月１日をもって、西条市本谷温泉館等施設を減額譲渡することについて、

地方自治法第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

 （議決事件） 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな 

い。 

 (1)～(5) （略） 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払

手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付ける

こと。 

 (7)～(15) （略） 

２ （略） 
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議案第８９号 

 

西条市総合文化会館及び西条市丹原文化会館の指定管理者の指定につい 

て 

 

西条市総合文化会館及び西条市丹原文化会館の指定管理者を次のように指定する。 

 

  令和７年１２月２日提出 

 

西条市長  高 橋 敏 明   
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施設の名称 指定管理者となる団体 指定の期間 

西条市総合文化会館 
東京都目黒区東山一丁目５番

４号ＫＤＸ中目黒ビル６階 

アクティオ株式会社 

代表取締役社長 淡野 文孝 

令和８年４月１日から 

令和１３年３月３１日

まで 西条市丹原文化会館 
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提案理由 

西条市総合文化会館及び西条市丹原文化会館の指定管理者を指定するため、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決

を求めるものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ （略） 

２ （略） 

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要がある

と認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普

通地方公共団体が指定するもの（以下本条及び第２４４条の４において「指定管

理者」という。）に、当該公の施設の管理を行わせることができる。 

４ （略） 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当

該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ （略）    
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議案第９０号 

 

小字の廃止について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、次のとお

り小字を廃止するものとする。 

 上記の処分は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）の規定による換地処分の

公告があった日の翌日から効力を生ずる。 

 

  令和７年１２月２日提出 

 

西条市長  高 橋 敏 明   
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字の名称 小字を廃止する区域 
摘要 

字名 小字名 地番 

小松町大頭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字松縄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲 1027 の 1、甲 1028 の 1、甲 1028 の 2、甲

1029 の 1 から甲 1029 の 3 まで、甲 1031 の 1

から甲 1031 の 3 まで、甲 1032、甲 1033、甲

1036、甲 1037 の 1、甲 1044 の 8、甲 1046 の

4、甲 1047 の 1、甲 1049 の 1、甲 1049 の 2、

甲 1050 の 1、甲 1050 の 2、甲 1051 の 1、甲

1051 の 2、甲 1052 の 1、甲 1053 の 1 から甲

1053 の 4 まで、甲 1054 の 1、甲 1055 の 1、甲

1055 の 2、甲 1056 の 1、甲 1057 の 1、甲 1058

の 1、甲 1059 の 1、甲 1060 の 1、甲 1062 の

2、甲 1161 の 4、甲 1162 の 1、甲 1163、甲

1164 の 1、甲 1164 の 2、甲 1165 の 1、甲 1165

の 2、甲 1166 の 1、甲 1166 の 2、甲 1167 の

1、甲 1167 の 2、甲 1168 の 1 から甲 1168 の 3

まで、甲 1169 の 1 から甲 1169 の 3 まで、甲

1170 の 1 から甲 1170 の 3 まで、甲 1171 の 1、

甲 1171 の 2、甲 1172 の 1、甲 1172 の 2、甲

1176、甲 1178、甲 1180 から甲 1182 まで及び

甲 1194 の 2 

こ れ に 伴

う 道 路 、

水 路 等 を

含む。 

字長塚 

 

甲 833 の 1、甲 833 の 3、甲 834 の 1、甲 834

の 2、甲 835 の 1、甲 835 の 3、甲 835 の 4、

甲 836 の 1、甲 836 の 3、甲 836 の 4、甲 837

の 1、甲 837 の 3、甲 837 の 4、甲 839 の 1、

甲 839 の 3、甲 839 の 4、甲 840 の 1、甲 840

の 3、甲 840 の 4、甲 841 の 1、甲 841 の 3、

甲 841 の 4、甲 842 の 1、甲 842 の 3、甲 842

の 4、甲 843 の 1、甲 843 の 3、甲 843 の 4、

甲 844 の 1、甲 844 の 3、甲 844 の 4、甲 845

の 1、甲 845 の 3、甲 845 の 4、甲 846 の 1、

甲 846 の 3、甲 846 の 4、甲 847 の 1、甲 847

の 2、甲 848から甲 852まで、甲 854、甲 855、

甲 857、甲 858 の 1、甲 858 の 2、甲 859 の 1、

甲 859 の 2、甲 860 の 1、甲 861、甲 864、甲 
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865、甲 866の 1、甲 867の 1、甲 868、甲 869、

甲 870 の 1、甲 873、甲 874、甲 875 の 1、甲

876 の 1、甲 877 の 1、甲 878 の 1、甲 879 の

1、甲 880 の 1、甲 883 の 1、甲 884、甲 885 の

1、甲 886 の 1、甲 887 の 1、甲 889 から甲 894

まで、甲 895 の 1 から甲 895 の 4 まで、甲 896

の 1 から甲 896 の 3 まで、甲 897 の 1、甲 897

の 2、甲 898 の 1、甲 899 の 1、甲 900 の 1、

甲 900 の 2、甲 901 の 1 から甲 901 の 4 まで、

甲 902、甲 903 の 1、甲 903 の 3、甲 904 の 1、

甲 906 の 1、甲 906 の 2、甲 907 の 1、甲 907

の 2、甲 908、甲 909、甲 910 の 1、甲 911、甲

912、甲 914、甲 915、甲 917、甲 918 の 1、甲

931 の 1、甲 933 の 1、甲 933 の 2、甲 934、甲

938 から甲 945 まで、甲 948、甲 949、甲 951

から甲 960 まで、甲 961 の 1、甲 962 の 1、甲

962 の 2、甲 963 の 1、甲 963 の 2、甲 964 か

ら甲 966 まで、甲 970、甲 971 の 1、甲 972 の

1、甲 973 の 1、甲 974、甲 975 の 1、甲 976 の

1、甲 978 の 4、甲 980 の 1、甲 981 の 1、甲

982 の 1、甲 983 の 1、甲 986 の 1、甲 987 の

1、甲 988 の 1、甲 990 の 1、甲 992 の 1、甲

993 の 1、甲 994 の 1、甲 995 の 1、甲 995 の

2、甲 996 の 1、甲 996 の 2、甲 997、甲 998 の

1、甲 998 の 2、甲 999、甲 1000 の 1、甲 1000

の 2、甲 1001 の 1 から甲 1001 の 3 まで、甲

1002 の 1、甲 1003、甲 1004 の 1、甲 1008 の

1、甲 1008 の 3、甲 1010 の 1、甲 1011 の 1、

甲 1012 の 1、甲 1015 の 1、甲 1016 の 1、甲

1017 の 1、甲 1018、甲 1019、甲 1020 の 2、甲

1021 の 1、甲 1021 の 2、甲 1022 の 1、甲 1022

の 2、甲 1023 の 1、甲 1023 の 2 及び甲 1024 

 

字鉾木 

 

 

 

甲 539 の 2、甲 539 の 8、甲 540 の 1、甲 540

の 3、甲 542 の 1、甲 543、甲 544 の 1、甲 545

から甲 547まで、甲 548の 1、甲 549、甲 550、

甲 551 の 1、甲 551 の 2、甲 552 の 1、甲 552 
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の 2、甲 553 の 1、甲 553 の 2、甲 554、甲 555

の 1、甲 556 の 2、甲 557 の 1 から甲 557 の 5

まで、甲 557 の 7、甲 558 の 1 から甲 558 の 4

まで、甲 558 の 6、甲 559 の 1 から甲 559 の 4

まで、甲 559 の 6、甲 560 の 1 から甲 560 の 3

まで、甲 560 の 5、甲 561 の 5、甲 562 の 1、

甲 562 の 2、甲 569 の 3、甲 570 の 1 から甲

570 の 3 まで、甲 572 の 1、甲 572 の 2、甲 573

の 1、甲 573 の 2、甲 574 の 1、甲 574 の 3、

甲 575 の 1、甲 575 の 3、甲 575 の 4、甲 576

の 1 から甲 576 の 5 まで、甲 577 の 1、甲 577

の 2、甲 578の 1から甲 578の 6まで、甲 579、

甲 580 の 1、甲 580 の 2、甲 581 の 1 から甲

581 の 3 まで、甲 582 の 1、甲 582 の 2、甲 583

の 1、甲 583 の 2、甲 584 の 1、甲 585 の 1、

甲 586 の 1、甲 586 の 5、甲 587 の 1、甲 587

の 6、甲 590 の 1 から甲 590 の 3 まで、甲 591

の 1、甲 591 の 2、甲 592 の 1、甲 592 の 2、

甲 594 の 5、甲 665 の 1、甲 665 の 4、甲 673

の 5、甲 675 の 1、甲 676、甲 677、甲 680、甲

681、甲 682 の 1、甲 682 の 3、甲 683 の 1、甲

684 から甲 686 まで、甲 687 の 1、甲 689 の 1

から甲 689 の 3 まで、甲 690 の 6、甲 691 の

3、甲 692、甲 693 の 1、甲 694 の 1、甲 695、

甲 696 の 1、甲 697 の 1、甲 699 の 1、甲 701

の 1、甲 703 及び甲 705 の 1 

 

字鴨地 

 

 

 

甲 772 の 1、甲 773 の 2、甲 773 の 4、甲 775

の 1、甲 775 の 3、甲 777 の 1、甲 778 の 1、

甲 779、甲 780 の 1、甲 781、甲 782、甲 783 の

1、甲 789 の 1、甲 790 の 1、甲 791、甲 792 の

1、甲 793 から甲 795 まで、甲 796 の 1、甲 797

の 1、甲 798、甲 799、甲 800 の 1、甲 801 の

1、甲 802 の 1、甲 804 の 1、甲 806 の 1、甲

807、甲 808 の 2、甲 808 の 4、甲 810 の 1、甲

811 の 1、甲 812 の 1、甲 814、甲 816、甲 817

の 1、甲 818 の 1、甲 819、甲 820 の 1、甲 821 
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の 1、甲 822 の 1、甲 823、甲 824 の 1、甲 825

の 1、甲 826、甲 827 の 1、甲 828 の 1、甲 829

の 1、甲 830 の 1 及び甲 832 の 1 
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提案理由 

 県営農地整備事業が実施された大頭地区について、小字を廃止するため、議会の議

決を求めるものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

 （市町村内の町又は字の区域） 

第２６０条 市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内

の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の

区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経

て定めなければならない。 

２、３ （略） 

 

  



19 

議案第９１号 

 

西条市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例につい

て 

 

西条市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を次のように定

める。 

 

令和７年１２月２日提出 

 

西条市長  高 橋 敏 明 
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西条市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

第１節 利用定員に関する基準（第４条） 

第２節 運営に関する基準（第５条―第３３条） 

第３章 雑則（第３４条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」

という。）第５４条の３において準用する法第４６条第２項の規定に基づき、特定

乳児等通園支援事業（特定乳児等通園支援を行う事業をいう。以下同じ。）の運営

に関する基準を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この条例において使用する用語は、法、子ども・子育て支援法施行令（平成

２６年政令第２１３号。以下「令」という。）及び児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）において使用する用語の例による。 

（一般原則） 

第３条 特定乳児等通園支援事業者は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者

の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園支

援の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境

が等しく確保されることを目指さなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給

対象小学校就学前子どもの意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象小学校就

学前子どもの立場に立って特定乳児等通園支援を提供するように努めなければな

らない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、

都道府県、市町村、特定教育・保育施設等（特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業者をいう。以下同じ。）、他の特定乳児等通園支援事業者、地域子ども・

子育て支援事業を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サー

ビスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給

対象小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する

等必要な体制の整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通

園支援事業を行う事業所（以下「特定乳児等通園支援事業所」という。）の職員に
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対し、研修の実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

第１節 利用定員に関する基準 

第４条 特定乳児等通園支援事業者は、１時間当たりの利用定員（法第５４条の２第

１項の確認において定めるものに限る。次項において同じ。）を定めるものとする。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもが当該特定乳児等通園

支援事業者が提供する特定乳児等通園支援を利用する時間数、特定乳児等通園支

援事業所が開所する日数及び時間その他の事情を考慮して１月当たりの利用定員

を定めるものとする。 

第２節 運営に関する基準 

（面談） 

第５条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等

通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最

初に特定乳児等通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等支援給付認定子

ども及びその保護者の心身の状況及び当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境

を把握するための当該保護者との面談（映像及び音声の送受信により相手の状態

を相互に認識しながらする通話を含む。）を行わなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あらかじめ、第

２０条に規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１３条の規定により当

該特定乳児等通園支援事業者が支払を受ける費用に関する事項その他の提供する

特定乳児等通園支援に関する重要事項を記載した文書を交付しなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、第１項の面談において、前項の重要事項を説明し、

当該申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護者の同意を得なければ

ならない。 

（正当な理由のない提供拒否の禁止） 

第６条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者から利用の申込み

を受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

（あっせん及び要請に対する協力） 

第７条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利用につ

いて法第５４条の３において準用する法第５４条第１項の規定により市町村が行

うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 

（乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認） 

第８条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等

通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最

初に特定乳児等通園支援を提供するに際し、乳児等支援給付認定保護者から乳児

等支援支給認定証の提示を受けたときは、子ども・子育て支援法施行規則（平成
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２６年内閣府令第４４号）第２８条の２４各号に掲げる事項を確認するものとす

る。 

（乳児等支援給付認定の申請に係る援助） 

第９条 特定乳児等通園支援事業者は、法第３０条の１５第１項の認定（以下この条

において「乳児等支援給付認定」という。）を受けていない保護者から利用の申込

みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付認定の

申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第１０条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たっては、

乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給付認

定子どもの養育環境、他の特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園

支援の利用状況その他の教育・保育等の利用の状況の把握に努めなければならな

い。 

（特定教育・保育施設等との連携） 

第１１条 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に提

供される特定教育・保育及び特定地域型保育との円滑な接続に資するよう、乳児

等支援給付認定子どもに係る情報の提供その他特定教育・保育施設等との密接な

連携に努めなければならない。 

（特定乳児等通園支援の提供の記録） 

第１２条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した際は、提供

した日時、時間、内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

（支払） 

第１３条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領（法第３０条の２０第５項

（法第３０条の２１第３項において準用する場合を含む。）の規定により市町村が

支払う特定乳児等通園支援に要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保護

者に代わり特定乳児等通園支援事業者が受領することをいう。次条において同じ。

）を受けないときは、乳児等支援給付認定保護者から、当該特定乳児等通園支援

に係る特定乳児等通園支援費用基準額（法第３０条の２０第３項に規定する額を

いう。次項において同じ。）の支払を受けるものとする。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支

援の提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る上で必

要であると認められる対価について、当該特定乳児等通園支援に要する費用とし

て見込まれるものの額と特定乳児等通園支援費用基準額との差額に相当する金額

の範囲内で設定する額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることができ

る。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園
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支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を

乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。 

(1) 日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する費

用 

(2) 特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用 

(3) 食事の提供に要する費用 

(4) 特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用 

(5) 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に

要する費用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とされるもの

に係る費用であって、乳児等支援給付認定保護者に負担させることが適当と認

められるもの 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費

用の額を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費用に係る領収証を交

付しなければならない。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項及び第３項の金銭の支払を求める際は、あ

らかじめ、当該金銭の使途及び額並びに乳児等支援給付認定保護者に金銭の支払

を求める理由について書面によって明らかにするとともに、乳児等支援給付認定

保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、第

３項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要しない。 

（乳児等支援給付費の額に係る通知等） 

第１４条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等通園支援に

係る乳児等支援給付費の支給を受けた場合は、乳児等支援給付認定保護者に対し、

当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付費の額を通知しなければな

らない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通園支援に係

る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等通園支援の内容、利

用時間、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定乳児等通園支援提

供証明書を乳児等支援給付認定保護者に対して交付しなければならない。 

（特定乳児等通園支援の取扱方針） 

第１５条 特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条の規定に基づき保育所における保育の

内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留

意して、支給対象小学校就学前子ども及びその保護者の心身の状況等に応じて、

特定乳児等通園支援の提供を適切に行わなければならない。 

（特定乳児等通園支援に関する評価等） 

第１６条 特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の質
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の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果

を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

（相談及び援助） 

第１７条 特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子ども及びその保

護者の心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境の的確な把握

に努め、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者からの相談に適切に応じ

るとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第１８条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援の提供を行

っているときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要

な場合は、速やかに当該乳児等支援給付認定子どもの保護者又は医療機関への連

絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（乳児等支援給付認定保護者に関する市町村への通知） 

第１９条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている乳児等支

援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその他不正な行為によ

って乳児等支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意

見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

（運営規程） 

第２０条 特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項

に関する規程（第２３条において「運営規程」という。）を定めておかなければな

らない。 

(1) 特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 

(2) その提供する特定乳児等通園支援の内容 

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容 

(4) 特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

(5) 第１３条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の種

類、支払を求める理由及びその額 

(6) 第４条第１項の規定により定める１時間当たりの利用定員 

(7) 特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に

当たっての留意事項 

(8) 緊急時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 
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第２１条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対し、適切な

特定乳児等通園支援を提供することができるよう、特定乳児等通園支援事業所ご

とに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、当該特定乳児

等通園支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供しなければならない。

ただし、特定乳児等通園支援の提供に直接影響を及ぼさない業務については、こ

の限りでない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員の資質の向上の

ために、その研修の機会を確保しなければならない。 

（利用定員の遵守） 

第２２条 特定乳児等通園支援事業者は、第４条第１項の規定により定める１時間当

たりの利用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行ってはならない。 

（掲示等） 

第２３条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見やすい場所

に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１３条の規定により乳児等支援給付

認定保護者から支払を受ける費用の額その他の利用の申込みをした者の特定乳児

等通園支援事業所の選択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、電

気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目

的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放

送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない。 

（乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則） 

第２４条 特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子どもの国籍、

信条、社会的身分又は第１３条の規定による支払の状況によって、差別的取扱い

をしてはならない。 

（虐待等の禁止） 

第２５条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに対し、

児童福祉法第３３条の１０第１項各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給付認

定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

（秘密保持等） 

第２６条 特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その

業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはなら

ない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であった者が、

正当な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族

の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支援
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事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、乳児等支

援給付認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該乳

児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者の同意を得ておかなけ

ればならない。 

（情報の提供等） 

第２７条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用し

ようとする乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が、その

希望を踏まえて適切に特定乳児等通園支援事業者を選択することができるように、

その提供する特定乳児等通園支援の内容に関する情報の提供を行うよう努めなけ

ればならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者について広告をす

る場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

（利益供与等の禁止） 

第２８条 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業（法第５９条第１号に規定

する事業をいう。）その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者（次項において

「利用者支援事業者等」という。）、教育・保育施設、地域型保育事業者（地域型

保育を行う事業者をいう。次項において同じ。）若しくは乳児等通園支援事業者

（乳児等通園支援を行う事業者をいう。次項において同じ。）又はその職員に対し、

支給対象小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定乳児等通園支援事業

者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならな

い。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、地域型保

育事業者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支給対象小学校就学

前子ども又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益

を収受してはならない。 

（苦情解決） 

第２９条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する

乳児等支援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定保護者その他の当該乳児等支

援給付認定子どもの家族（以下この条において「乳児等支援給付認定子ども等」

という。）からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための

窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内

容その他の事項を記録しなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等

支援給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が実施する事業に協力するよう

努めなければならない。 
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４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関し、法第３

０条の１３において準用する法第１４条第１項の規定により市町村が行う報告若

しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市町村の職員か

らの質問若しくは特定乳児等通園支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物

件の検査に応じ、及び乳児等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が

行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指

導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善

の内容を市町村に報告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第３０条 特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその

自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならな

い。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３１条 特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、

次の各号に定める措置を講じなければならない。 

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故

発生の防止のための指針を整備すること。 

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該

事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備す

ること。 

(3) 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通

園支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村及び当該乳児等支援

給付認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなら

ない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置に

ついて記録しなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通

園支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わ

なければならない。 

（会計の区分） 

第３２条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会計をその他の

事業の会計と区分しなければならない。 

（記録の整備等） 

第３３条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備及
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び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通

園支援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から５年間保存

しなければならない。 

(1) 第１５条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画 

(2) 第１２条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録 

(3) 第１９条の規定による市町村への通知に係る記録 

(4) 第２９条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 第３１条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について

の記録 

第３章 雑則 

（電磁的記録等） 

第３４条 特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類するも

ののうち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正

本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報

が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）により行うこ

とが規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電

磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。以下この条において同じ。）により行うことができる。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、この条例の規定による書面等の交付又は提出につ

いては、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の

交付又は提出に代えて、第４項で定めるところにより、乳児等支援給付認定保護

者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項

」という。）を電子情報処理組織（特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計

算機と、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。）を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条にお

いて「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において、

当該特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交付し、又は提出したものとみ

なす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定保

護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信

者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに
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記録された記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援給付認定保護者の閲覧

に供し、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該

乳児等支援給付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法（電磁的

方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、

特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにそ

の旨を記録する方法） 

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調製するファ

イルに記載事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルへの記録を出力

することにより文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項の規定により記載事項を提供しようとする

ときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給付認定保護者に対し、

その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法に

よる承諾を得なければならない。 

(1) 第２項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用するもの 

(2) ファイルへの記録の方式 

５ 前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は、当該乳児等支援給付

認定保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨

の申出があったときは、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、第２項に規定す

る記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該乳児等支

援給付認定保護者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得に

ついて準用する。この場合において、第２項中「書面等の交付又は提出」とあり、

及び「書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）」と

あるのは「書面等による同意」と、「第４項」とあるのは「第６項において準用す

る第４項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、又は提出

した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、「記載事項を」とあるのは「同

意に関する事項を」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けな

い」とあるのは「行わない」と、「交付する」とあるのは「得る」と、第３項中

「前項各号」とあるのは「第６項において準用する前項各号」と、第４項中「第

２項」とあるのは「第６項において準用する第２項」と、「記載事項を提供しよう

」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得

ようとする」と、同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第６項において準用

する第２項各号」と、前項中「前項」とあるのは「次項において準用する前項」

と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第２項に規定する記

載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等による同意の取得」と
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読み替えるものとする。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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提案理由 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５４条の３において準用す

る同法第４６条第２項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準

を定めるため、所要の条例を制定しようとするものである。 
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議案第９２号 

 

西条市事務分掌条例の一部を改正する条例について 

 

西条市事務分掌条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和７年１２月２日提出 

 

西条市長  高 橋 敏 明 

 

  



34 

西条市事務分掌条例の一部を改正する条例  
西条市事務分掌条例（平成１６年西条市条例第８号）の一部を次のように改正す

る。  
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。  

改正後 改正前 

（市長直轄組織及び部の設置） （        部の設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１５８条第１項の規定に基

づき、市長の権限に属する事務を分掌

させるため、市長直轄組織及び次の部

を置く。 

  企画部   

  （略） 

  こども・福祉部 

  健康増進部  

  （略） 

  産業部   

   

  （略） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１５８条第１項の規定に基

づき、市長の権限に属する事務を分掌

させるため、        次の部

を置く。 

  経営戦略部 

  （略） 

  福祉部     

  こども健康部 

  （略） 

  産業経済部 

  農林水産部 

  （略） 

 （事務分掌）  （事務分掌） 

第２条 市長直轄組織及び部の事務分掌

は、おおむね次のとおりとする。 

第２条        部の事務分掌

は、おおむね次のとおりとする。 

 市長直轄組織   

  (1) 防災に関すること。  

  (2) 危機管理に関すること。  

 企画部    経営戦略部 

  (1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

  (4) 行政改革 に関すること。    (4) 市民の安全に関すること。 

  (5) シティプロモーションに関する

こと。 

 

  (6) 移住定住に関すること。  

  (7) 観光に関すること。   
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 総務部  総務部 

  (1) （略）   (1) （略） 

   (2) 男女共同参画に関すること。 

  (2) （略）   (3) （略） 

  (3) （略）   (4) （略） 

  (4) （略）   (5) （略） 

 (6) 行政改革の推進に関すること。 

  (5) （略）   (7) （略） 

  (6) （略）   (8) （略） 

 財務部  財務部 

  (1) （略）   (1) （略） 

   (2) 工事等の検査に関すること。 

  (2) （略）   (3) （略） 

  (3) （略）   (4) （略） 

 こども・福祉部  福祉部     

  (1)、(2) （略）   (1)、(2) （略） 

  (3) 子育て支援 に関すること。   (3) 国民健康保険に関すること。 

 健康増進部   こども健康部 

   (1) 子育て支援に関すること。 

  (1) （略）   (2) （略） 

  (2) （略）   (3) （略） 

  (3) （略）   (4) （略） 

  (4) スポーツに関すること。   (5) 体育振興に関すること。 

  (5) 国民健康保険に関すること。  

 市民生活部  市民生活部 

  (1)～(6) （略）   (1)～(6) （略） 

  (7) 男女共同参画に関すること。  

  (8) 国際交流に関すること。  

  (9) 市民生活の安全安心に関するこ

と。 

 

 環境部  環境部 

  (1)～(4) （略）   (1)～(4) （略） 
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  (5) 河川に関すること。  

 産業部    産業経済部 

  (1)、(2) （略）   (1)、(2) （略） 

  (3) 農業、林業及び水産業に関する

こと。 

  (3) 観光        に関する

こと。 

  (4) 国土調査に関すること。   (4) 国際交流に関すること。 

  農林水産部 

   (1) 農業、林業及び水産業に関する

こと。 

   (2) 国土調査に関すること。 

 建設部  建設部 

  (1) （略）   (1) （略） 

   (2) 河川に関すること。 

  (2) （略）   (3) （略） 

  (3) （略）   (4) （略） 

  (4) （略）   (5) （略） 

  (5) （略）   (6) （略） 

  (6) （略）   (7) （略） 

  (7) （略）   (8) （略） 

(8) （略） (9) （略） 

(9) 工事の検査及び技術管理に関す

ること。 

 

附 則  
この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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提案理由 

人口減少・少子高齢化の時代にあって、本市を取り巻く社会環境が年々厳しさを

増す中、持続可能な市政運営を確保し、第３期西条市総合計画に掲げる「人がつどい、

まちが輝く、快適環境実感都市」の実現に向け、各種施策を着実に推進できる事務執

行体制を構築するとともに、市民サービスの維持及び向上を図るため、所要の条例改

正を行おうとするものである。 
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議案第９３号 

 

   西条市職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例について 

 

西条市職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和７年１２月２日提出 

 

西条市長  高 橋 敏 明 
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西条市職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例 

（西条市職員等の旅費に関する条例の一部改正） 

第１条 西条市職員等の旅費に関する条例（平成１６年西条市条例第４５号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

（用語の意義） （用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 出張 職員が公務のため一時その

在勤庁（常時勤務する在勤庁のない

場合又は任命権者若しくは旅行依頼

を行う者若しくはそれらの委任を受

けた者（以下「旅行命令権者」とい

う。）が認める場合には、その住

所、居所その他旅行命令権者が認め

る場所）を離れて旅行し、又は職員

以外の者が公務のため一時その住所

又は居所を離れて旅行することをい

う。 

(1) 出張 職員が公務のため一時その

在勤庁（常時勤務する在勤庁のない

職員については         

                

                

            、その住

所又は居所           

   ）を離れて旅行し、又は職員

以外の者が公務のため一時その住所

又は居所を離れて旅行することをい

う。 

(2) （略） (2) （略） 

(3) 遺族 職員の配偶者（婚姻の届出

をしていないが、事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。以下同

じ。）、子、父母、孫、祖父母及び兄

弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と

生計を一にしていた他の親族をい

う。 

(3) 遺族 職員の配偶者      

                

                

  、子、父母、孫、祖父母及び兄

弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と

生計を一にしていた他の親族をい

う。 

(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡し

た場合において、その職員    

      又はその遺族が生活の

根拠 となる地に旅行することをい

(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡し

た場合において、その職員若しくは

その扶養親族又は  遺族が生活の

根拠地となる地に旅行することをい
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う。 う。 

(5) 家族   職員の配偶者    

                

               、

子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

で    職員と生計を一にする 

       ものをいう。 

(5) 扶養親族 職員の配偶者（届出を

しないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含む。以下同じ。）、

子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

で主として職員の収入によって生計

を維持しているものをいう。 

(6) 旅行役務提供者 旅行業者（旅行

業法（昭和２７年法律第２３９号）

第６条の４第１項に規定する旅行業

者をいう。）その他規則で定める者

（以下「旅行業者等」という。）で

あって、市と旅行役務提供契約（旅

行業者等が市に対して旅行に係る役

務その他規則で定めるものを旅行者

に提供することを約し、かつ、市が

当該旅行業者等に対して当該旅行に

係る旅費に相当する金額を支払うこ

とを約する契約をいう。次条第７項

において同じ。）を締結したものを

いう。 

 

 ２ この条例において、「何々地」とい

う場合には、本邦にあっては市町村の

存する地域（都の特別区の存する地域

にあっては、特別区の存する全地域）

をいう。ただし、「在勤地」という場

合には、西条市及び新居浜市の全地域

をいう。 

（旅費の支給） （旅費の支給） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 職員      又はその遺族が次

の各号のいずれかに該当する場合に

は、当該各号に掲げる者に対し旅費を

支給する。 

２ 職員、その配偶者又はその遺族が次

の各号のいずれかに該当する場合に

は、当該各号に掲げる者に対し旅費を

支給する。 

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行 (1) 職員が出張又は赴任のための旅行
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中に退職、免職、失職又は休職（以

下「退職等」という。）となった場

合（当該退職等に伴う旅行を必要と

しない場合を除く。） 当該職員 

中に退職、免職、失職又は休職（以

下「退職等」という。）となった場

合               

          当該職員 

(2)、(3) （略） (2)、(3) （略） 

３、４ （略） ３、４ （略） 

５ 第１項、第２項及び前項の規定によ

り旅費の支給を受けることができる者

                 

                 

                 

        が、次条第３項  

     の規定により旅行命令等の

変更（取消しを含む。以下同じ。）を

受け、又は死亡した場合その他規則で

定める場合には、当該旅行のため既に

支出した金額           

のうちその者の損失となる金額又は支

出を要する金額で規則で定めるものを

旅費として支給することができる。 

５ 第１項、第２項及び前項の規定によ

り旅費の支給を受けることができる者

（その者の扶養親族の旅行について旅

費の支給を受けることができる場合に

は、当該扶養親族を含む。以下この条

において同じ。）が、その出発前に第

４条第３項の規定により旅行命令等を

取り消され            

  、又は死亡した場合において  

       、当該旅行のため既に

支出した金額があるときは、当該金額

のうちその者の損失となった    

     金額で市長が定めるものを

旅費として支給することができる。 

６ 第１項、第２項及び第４項の規定に

より旅費の支給を受けることができる

者が、旅行中         天災

その他規則で定める事情により概算払

を受けた旅費額（概算払を受けなかっ

た場合には、概算払を受けることがで

きた旅費額に相当する金額）の全部又

は一部を喪失した場合には、その喪失

した旅費額の範囲内で規則で定める金

額を旅費として支給することができ

る。 

６ 第１項、第２項及び第４項の規定に

より旅費の支給を受けることができる

者が、旅行中交通機関の事故又は天災

その他市長が定める事情により概算払

を受けた旅費額（概算払を受けなかっ

た場合には、概算払を受けることがで

きた旅費額に相当する金額）の全部又

は一部を喪失した場合には、その喪失

した旅費額の範囲内で市長が定める金

額を旅費として支給することができ

る。 

７ 第１項、第２項、第４項及び第５項

に規定する場合において、市が旅行役

務提供契約に基づき旅行役務提供者に

支払うべき金額があるときは、これら
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の項に規定する者に対する旅費の支給

に代えて、当該旅行役務提供者に対

し、当該金額を旅費に相当するものと

して支払うことができる。 

（旅行命令等） 

第４条 次の各号に掲げる旅行は、当該

各号に掲げる区分により、旅行命令権

者                

                 

         の発する旅行命令

又は旅行依頼（以下「旅行命令等」と

いう。）によって行わなければならな

い。 

（旅行命令等） 

第４条 次の各号に掲げる旅行は、当該

各号に掲げる区分により、任命権者

（教育長にあっては、教育委員会）又

はその委任を受けた者（以下「旅行命

令権者」という。）の発する旅行命令

又は旅行依頼（以下「旅行命令等」と

いう。）によって行わなければならな

い。 

(1)、(2) （略） (1)、(2) （略） 

２ (略) ２ (略) 

３ 旅行命令権者は、既に発した旅行命

令等の変更をする         

     必要があると認める場合

で、前項の規定に該当する場合には、

自ら又は次条第１項若しくは第２項 

の規定による旅行者の申請に基づき、

その変更をすることができる。 

３ 旅行命令権者は、既に発した旅行命

令等を変更（取消しを含む。以下同

じ。）する必要があると認める場合

で、前項の規定に該当する場合には、

自ら又は第５条第１項若しくは第２項

の規定による旅行者の申請に基づき、

これを変更することができる。 

４ 旅行命令権者は、旅行命令等を発

し、又はその変更をする  には、所

定の旅行命令書又は旅行依頼書（以下

「旅行命令書等」という。）に規則で

定める    事項の記載又は記録を

し、当該事項を当該旅行者に通知して

行わなければならない。ただし、旅行

命令書等に当該事項の記載又は記録を

するいとまがない場合には、口頭によ

り旅行命令等を発し、又はその変更を

することができる。 

４ 旅行命令権者は、旅行命令等を発

し、又はこれを変更する場合には、所

定の旅行命令書又は旅行依頼書（以下

「旅行命令書等」という。）に当該旅

行に関し必要な事項を記載     

し、これ  を当該旅行者に提示して

行わなければならない。ただし、必要

な事項を記載し、これを提示する  

  いとまがない場合には、口頭によ

り旅行命令等を発し、又はこれを変更

することができる。 

５ 前項ただし書の規定により旅行命令

書等に記載又は記録をしなかった場合

５ 前項ただし書の規定により旅行命令

書等を提示しなかった     場合



44 

には、できるだけ速やかに旅行命令書

等に同項に定める  事項の記載又は

記録をしなければならない     

   。 

には、できるだけ速やかに旅行命令書

等に当該旅行に関する事項を記載し、

これを当該旅行者に提示しなければな

らない。 

（旅行命令等に従わない旅行） （旅行命令等に従わない旅行） 

第５条 旅行者は、公務上の必要又は天

災その他やむを得ない事情により旅行

命令等（前条第３項の規定により変更

を受けた旅行命令等を含む。以下この

条において同じ。）に従って旅行する

ことができない場合には、あらかじめ

旅行命令権者に旅行命令等の変更の申

請をしなければならない。 

第５条 旅行者は、公務上の必要又は天

災その他やむを得ない事情により旅行

命令等（前条第３項の規定により変更

された 旅行命令等を含む。以下本条

 において同じ。）に従って旅行する

ことができない場合には、あらかじめ

旅行命令権者に旅行命令等の変更の申

請をしなければならない。 

２、３ (略) ２、３ (略) 

（旅費の種類  ） （普通旅費の種類） 

第６条 旅費の種類  は、鉄道賃、船

賃、航空賃、その他の交通費、宿泊

費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、

着後滞在費及び家族移転費とする。 

第６条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船

賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び

食卓料              

            とする。 

 ２ 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程

に応じ旅客運賃等により支給する。 

 ３ 船賃は、水路旅行について、路程に

応じ旅客運賃等により支給する。 

 ４ 航空賃は、航空旅行について、路程

に応じ旅客運賃により支給する。 

 ５ 車賃は、陸路（鉄道を除く。以下同

じ。）旅行について、路程に応じ１キ

ロメートル当たりの定額又は旅客運賃

等若しくは実費額により支給する。 

 ６ 日当は、旅行中の日数に応じ１日当

たりの定額により支給する。 

 ７ 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ１夜

当たりの定額により支給する。 

 ８ 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中
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の夜数に応じ１夜当たりの定額により

支給する。 

 ９ 第２４条第１項に規定する旅行につ

いては、第１項に掲げる旅費に代え、

日額旅費を旅費として支給する。 

 （特殊旅費の種類） 

 第７条 特殊旅費の種類は、転居費、着

後滞在費及び家族移転費とする。 

 ２ 転居費は、赴任に伴う転居に要する

費用について、支給する。 

 ３ 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必

要な滞在に係る費用について、支給す

る。 

 ４ 家族移転費は、赴任に伴う家族の移

転に要する費用について、支給する。 

（旅費の計算） （旅費の計算） 

第７条 旅費は、旅行に要する実費を弁

償するためのものとして、最も経済的

な通常の経路及び方法により旅行した

場合によって  計算する。ただし、

公務上の必要又は天災その他やむを得

ない事情により最も経済的な通常の経

路又は方法により 旅行し難い場合に

は、その現によった経路及び方法によ

って計算する。 

第８条 旅費は           

           、最も経済的

な通常の経路及び方法により旅行した

場合の旅費により計算する。ただし、

公務上の必要又は天災その他やむを得

ない事情により最も経済的な通常の経

路又は方法によって旅行し難い場合に

は、その現によった経路及び方法によ

って計算する。 

 第９条 旅費計算上の旅行日数は、第３

項の規定に該当する場合を除くほか、

旅行のために現に要した日数による。

ただし、公務上の必要又は天災その他

やむを得えない事情により要した日数

を除くほか、鉄道旅行にあっては４０

０キロメートル、水路旅行にあっては

２００キロメートル、陸路旅行にあっ

ては５０キロメートルについて１日の
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割合をもって通算した日数を超えるこ

とができない。 

 ２ 前項ただし書の規定により通算した

日数に１日未満の端数を生じたとき

は、これを１日とする。 

 ３ 第３条第２項各号の規定に該当する

場合には、旅費計算上の旅行日数は、

第１項ただし書及び前項の規定により

計算した日数による。 

 第１０条 旅行者が、同一地域（第２条

第２項に規定する地域区分による地域

をいう。以下同じ。）に滞在する場合

における日当及び宿泊料は、その地域

に到着した日の翌日から起算して滞在

日数が１５日を超える場合にはその超

える日数について定額の１割、滞在日

数３０日を超える場合にはその超える

日数について定額の２割、滞在日数６

０日を超える場合にはその超える日数

について定額の３割に相当する額をそ

れぞれの定額から減じた額による。 

 ２ 同一地域に滞在中一時他の地に出張

した日数は、前項の滞在日数から除算

する。 

 第１１条 私事のために在勤地又は出張

地以外の地に居住又は滞在する者が、

その居住地又は滞在地から直ちに旅行

する場合において、居住地又は滞在地

から目的地に至る旅費額が在勤地又は

出張地から目的地に至る旅費額より多

いときは、当該旅行については、在勤

地又は出張地から目的地に至る旅費を

支給する。 

 第１２条 １日の旅行において日当又は

宿泊料について定額を異にする事由が
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生じた場合には、額の多い方の定額に

よる日当又は宿泊料を支給する。 

 第１３条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅

行又は陸路旅行中における年度の経過

等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車

賃（家族移転費のうちこれらの旅費に

相当する部分を含む。）を区分して計

算する必要がある場合には、最初の目

的地に到達するまでの分及びそれ以後

の分に区分して計算する。 

（旅費の請求手続） （旅費の請求手続） 

第８条  旅費（概算払及びその精算を

含む。）の支給を受けようとする旅行

者及び旅費に相当する金額の支払を受

けようとする旅行役務提供者は、所定

の請求書（当該請求書に記載すべき事

項を記録した電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作

られる記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをい

う。第５項において同じ。）を含む。

以下この条において同じ。）に必要な

資料を添えて、これを当該旅費の支払

をする者（以下「支出命令権者」とい

う。）に提出しなければならない。こ

の場合において、必要な資料  の全

部又は一部を提出しなかった者  

は、その請求に係る旅費又は旅費に相

当する金額のうちその書類を提出しな

かったため、その旅費又は旅費に相当

する金額の必要が明らかにされなかっ

た部分の支給又は支払を受けることが

できない。 

第１４条 旅費（概算払及びその精算を

含む。）の支給を受けようとする旅行

者                

             は、所定

の請求書             

                 

                 

                 

                 

                 

                 

             に必要な

書類を添えて、これを当該旅行命令者

                 

   に提出しなければならない。こ

の場合において、必要な添付書類の全

部又は一部を提出しなかった旅行者

は、その請求に係る旅費額     

     のうちその書類を提出しな

かったため、その旅費       

    の必要が明らかにされなかっ

た部分の金額の支給 を受けることが

できない。 

２ 概算払に係る旅費の支給を受けた旅 ２ 概算払に係る旅費の支給を受けた旅
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行者は、当該旅行を完了した後所定の

期間内に、当該旅行について前項の規

定による旅費の精算をしなければなら

ない               

    。 

行者は、当該旅行を完了した後所定の

期間内に、当該旅行について前項の規

定による旅費の精算をし、その結果剰

余金があった場合には、返納しなけれ

ばならない。 

３ 支出命令権者は、前項の規定による

精算の結果過払金があった場合には、

所定の期間内に、当該過払金を返納さ

せなければならない。 

 

４ 支出命令権者は、その支出し、又は

支払った概算払に係る旅費の支給を受

けた旅行者が第２項に規定する期間内

に旅費の精算をしなかった場合又は前

項に規定する期間内に過払金の返納を

しなかった場合には、当該支出命令権

者がその後においてその者に対し支出

し、又は支払う給与又は旅費の額から

当該概算払に係る旅費額又は当該過払

金に相当する金額を差し引かなければ

ならない。 

 

５ 第１項の請求書又は資料が電磁的記

録で作成されているときは、電磁的方

法（電子情報処理組織を使用する方法

その他の情報通信の技術を利用する方

法であって規則で定めるものをいう。

次項において同じ。）をもって提出す

ることができる。 

 

６ 前項の規定により請求書又は資料の

提出が電磁的方法により行われたとき

は、支出命令権者の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルへの記録が

なされた時に当該請求書又は資料を提

出したものとみなす。 

 

（証人等の旅費） （証人等の旅費） 

第９条  第３条第４項の規定により支 第１５条 第３条第４項の規定により支
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給する旅費は、他の条例に特別の定め

がある場合を除くほか、旅行命令権者

              が市長

と協議して定める旅費とする。 

給する旅費は、他の条例に特別の定め

がある場合を除くほか、任命権者（教

育長にあっては、教育委員会）が市長

と協議して定める旅費とする。 

（鉄道賃） （鉄道賃） 

第１０条 鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法

（昭和６１年法律第９２号）第２条第

１項に規定する鉄道事業の用に供する

鉄道及び軌道法（大正１０年法律第７

６号）第１条第１項に規定する軌道そ

の他規則で定めるものをいう。以下同

じ。）を利用する移動に要する費用と

し、その額は、次に掲げる費用（第２

号から第６号までに掲げる費用は、第

１号に掲げる運賃に加えて別に支払う

ものであって、公務のため特に必要と

するものに限る。）の額の合計額とす

る。 

第１６条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅

客運賃（以下この条において「運賃」

という。）、急行料金及び特別車両料金

並びに座席指定料金による。 

(1)         運賃 (1) その乗車に要する運賃 

(2)                

                

          急行料金 

(2) 急行料金を徴する列車を運行する

線路による旅行の場合には、前号に

規定する運賃のほか、急行料金 

(3) 寝台料金 (3) 特別車両料金を徴する客車を運行

する線路による旅行の場合には、第

１号に規定する運賃及び前号に規定

する急行料金のほか、特別車両料金 

(4)                

                

                

    座席指定料金 

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行

する線路による旅行の場合には、前

３号に規定する運賃及び料金のほ

か、座席指定料金 

(5) 特別車両料金（市長、副市長、教

育長及び監査委員（以下「市長等」

という。）に限る。） 

 

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費

 用 
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２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限

は、運賃の等級が区分された鉄道によ

り移動する場合には、最下級（市長等

が移動する場合には、最上級）の運賃

の額とする。 

２ 前項第２号の急行料金は、それぞれ

の急行列車を運行する線路による旅行

で、次の各号のいずれかに該当する場

合に限り、支給する。 

 (1) 特別急行料金は、片道１００キロ

メートル以上のとき。 

 (2) 普通急行料金は、片道５０キロメ

ートル以上のとき。 

 ３ 前項各号に規定する距離は、１の急

行券の有効区間毎に計算する。 

 ４ 第２項各号に規定する距離未満の旅

行の場合においても、旅行命令権者

が、公務上の必要又は天災その他やむ

を得ない事情により特に特別急行列車

又は普通急行列車の利用を許可した場

合には、これらの急行料金を支給す

る。 

 ５ 特別車両料金は、次の各号のいずれ

かに該当する場合に限り、支給する。 

 (1) 普通列車特別車両料金は、片道５

０キロメートル以上の場合 

 (2) 急行列車特別車両料金は、第２項

各号に定める急行料金が支給される

場合 

 ６ 座席指定料金は、普通急行列車を運

行する線路による旅行で、片道１００

キロメートル以上の場合に限り、支給

する。第３項の規定は、この場合に準

用する。 

（船賃） （船賃） 

第１１条 船賃は、船舶（海上運送法

（昭和２４年法律第１８７号）第２条

第２項に規定する船舶運航事業の用に

第１７条 船賃の額は、次に掲げる旅客

運賃（はしけ賃及び桟橋賃を含む。以

下この条において「運賃」という。）
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供する船舶その他規則で定めるものを

いう。以下同じ。）を利用する移動に

要する費用とし、その額は、次に掲げ

る費用（第２号から第５号までに掲げ

る費用は、第１号に掲げる運賃に加え

て別に支払うものであって、公務のた

め特に必要とするものに限る。）の額

の合計額とする。 

による。 

(1) 運賃 (1) 運賃の等級を２階級及び３階級に

区分する船舶による旅行の場合に

は、別表に定める等級の運賃 

(2) 寝台料金 (2) 運賃の等級を設けない船舶による

旅行の場合には、その乗船に要する

運賃 

(3) 座席指定料金  

(4) 特別船室料金（市長等に限る。）  

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費

 用 

 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限

は、運賃の等級が区分された船舶によ

り移動する場合には、最下級（市長等

が移動する場合には、最上級）の運賃

の額とする。 

２ 前項第１号の規定に該当する場合に

おいて、同一階級の運賃を更に２以上

に区分する船舶による旅行の場合に

は、当該運賃は、同一階級内の最上級

の運賃による。 

（航空賃） （航空賃） 

第１２条 航空賃は、航空機（航空法

（昭和２７年法律第２３１号）第２条

第１８項に規定する航空運送事業の用

に供する航空機その他規則で定めるも

のをいう。以下同じ。）を利用する移

動に要する費用とし、その額は、次に

掲げる費用（第２号及び第３号に掲げ

る費用は、第１号に掲げる運賃に加え

て別に支払うものであって、公務のた

め特に必要とするものに限る。）の額

の合計額とする。 

第１８条 航空賃の額は、現に支払った

旅客運賃による。 



52 

(1) 運賃  

(2) 座席指定料金  

(3) 前２号に掲げる費用に付随する費

  用 

 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限

は、運賃の等級が区分された航空機に

より移動する場合には、最下級の運賃

の額とする。 

 

（その他の交通費） （車賃） 

第１３条 その他の交通費は、鉄道、船

舶及び航空機以外を利用する移動に要

する費用とし、その額は、次に掲げる

費用(第２号から第４号までに掲げる

費用は、公務のため特に必要とするも

のに限る。)の額の合計額とする。た

だし、公務上の必要又は天災その他や

むを得ない事情により、移動に要する

費用の算定ができない場合には、規則

で定める額とする。 

第１９条 車賃の額は、別表の定額によ

る。ただし、軌道車、バス等旅客運賃

の定められている交通機関を利用した

場合にはその現に支払った旅客運賃に

より、公務上の必要又は天災その他や

むを得ない事情により定額の車賃で旅

行の実費を支弁することができない場

合には実費額による。 

(1) 道路運送法(昭和２６年法律第１

８３号)第３条第１号イに掲げる一

般乗合旅客自動車運送事業(路線を

定めて定期に運行する自動車により

乗合旅客の運送を行うものに限る。

)の用に供する自動車を利用する移

動に要する運賃 

 

(2) 道路運送法第３条第１号ハに掲げ

る一般乗用旅客自動車運送事業の用

に供する自動車その他の旅客を運送

する交通手段(前号に規定する自動

車を除く。)を利用する移動に要す

る運賃 

 

(3) 前２号に掲げる運賃以外の費用で

あって、道路運送法第８０条第１項

の許可を受けて業として有償で貸し
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渡す自家用自動車の賃料その他の移

動に直接要する費用 

(4) 前３号に掲げる費用に付随する費

用 

 

 ２ 車賃は、全路程を通算して計算す

る。ただし、第１３条の規定により区

分計算をする場合には、その区分され

た路程ごとに通算して計算する。 

 ３ 前項の規定により通算した路程に１

キロメートル未満の端数を生じたとき

は、これを切り捨てる。 

（宿泊費） （日当） 

第１４条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要

する費用とし、その額は、地域の実情

及び旅行者の職務を勘案して規則で定

める額（以下「宿泊費基準額」とい

う。）とする。ただし、当該宿泊に係

る特別な事情がある場合として規則で

定める場合は、当該宿泊に要する費用

の額とする。 

第２０条 日当の額は、別表の定額によ

る。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、片道５０

キロメートル（水路２５キロメートル

）未満の旅行の場合は、次の各号のい

ずれかに該当する場合を除き定額の２

分の１に相当する額とする。 

 (1) 旅行命令権者が、公務上の必要又

は天災その他やむを得ない事情によ

り特に宿泊することを許可した場合 

 (2) 旅行命令権者が、別に規則で定め

る場合に該当すると認めた場合 

（包括宿泊費） （宿泊料） 

第１５条 包括宿泊費は、移動及び宿泊

に対する一体の対価として支払われる

費用とし、その額は、当該移動に係る

第２１条 宿泊料の額は、別表の定額に

よる。 
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第１０条から第１３条までに規定する

額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の

合計額とする。 

 ２ 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行に

ついては、公務上の必要又は天災その

他やむを得ない事情により上陸又は着

陸して宿泊した場合に限り、支給す

る。 

 ３ 片道１００キロメートル（水路５０

キロメートル）未満の旅行の場合にお

いては、旅行命令権者が、公務上の必

要又は天災、地理的条件その他やむを

得ない事情により特に宿泊を許可した

場合に限り、宿泊料を支給する。 

（宿泊手当） （食卓料） 

第１６条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行

に必要な諸雑費に充てるための費用と

し、その額は、通常要する費用の額を

勘案して規則で定める１夜当たりの定

額とする。 

第２２条 食卓料の額は、別表の定額に

よる。 

 ２ 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほ

かに別に食事を要する場合又は船賃若

しくは航空賃を要しないが食費を要す

る場合に限り、支給する。 

（転居費） （特殊旅費の額） 

第１７条 転居費は、赴任に伴う転居に

要する費用（第１９条第１項各号に掲

げる場合の家族の転居に要する費用を

含む。）とし、その額は、転居の実態

を勘案して規則で定める方法により算

定される額とする。 

第２３条 転居費、着後滞在費及び家族

移転費の額、計算方法、支給方法等に

ついては、国家公務員等の旅費に関す

る法律（昭和２５年法律第１１４号。

以下「旅費法」という。）の規定の例

による。 

（着後滞在費）  

第１８条 着後滞在費は、赴任に伴う転

居に必要な滞在に係る費用とし、５夜
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分を限度として現に宿泊した夜数に係

る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当

する額とする。 

（家族移転費）  

第１９条 家族移転費は、赴任に伴う家

族の移転に要する費用とし、その額

は、次の各号に掲げる場合に応じ、当

該各号に定める額とする。 

 

(1) 赴任の際家族（赴任を命ぜられた

日において同居している者に限る。

以下この号及び次号において同じ。

）を職員の新居住地に移転する場合

 家族１人ごとに、職員がその移転

をするものとして算定した鉄道賃、

船賃、航空賃、その他の交通費、宿

泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着

後滞在費の合計額に相当する額 

 

(2) 前号に掲げる場合に該当せず、か

つ、赴任を命ぜられた日の翌日から

１年以内に家族を職員の居住地（赴

任後家族を移転するまでの間に更に

赴任があった場合には、当該赴任後

における職員の新居住地）に移転す

る場合 前号の規定に準じて算定し

た額 

 

２ 旅行命令権者は、公務上の必要又は

天災その他やむを得ない事情がある場

合には、前項第２号に規定する期間を

延長することができる。 

 

 （日額旅費） 

 第２４条 第６条第１項に掲げる旅費に

代え日額旅費を支給する旅行は、次

に掲げる旅行のうち、当該旅行の性

質上日額旅費を支給することが適当

と認められる場合に支給する。 
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 (1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察

その他これらに類する目的のための

旅行 

 (2) 長期間の研修、講習、訓練その他

これらに類する目的のための旅行 

 (3) 前２号に掲げる旅行を除くほか、

その職務の性質上常時出張を必要と

する職員の出張 

 ２ 日額旅費の額、支給条件及び支給方

法は、市長が別に定める。ただし、そ

の額は、当該日額旅費の性質に応じ、

第６条第１項に掲げる旅費の額につい

て、この条例の定める基準を超えるこ

とができない。 

 （在勤地内旅行の旅費） 

 第２５条 在勤地内における出張旅費に

ついては、市長が別に定める。 

 （在勤地以外の同一地域内旅行の旅費

） 

 第２６条 在勤地以外の同一地域内にお

ける旅行については、次の各号のいず

れかに該当する場合を除き、日当及び

宿泊料のほか、旅費は支給しない。 

 (1) 鉄道１００キロメートル（水路５

０キロメートル）、陸路２５キロメ

ートル以上の旅行の場合には、第１

６条、第１７条又は第１９条の規定

による額の鉄道賃、船賃又は車賃 

 (2) 前号の規定に該当する場合を除く

ほか、公務上の必要又は天災その他

やむを得ない事情により、特に多額

の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場

合で、その実費額が当該旅行につい

て支給される日当額の２分の１に相
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当する額を超える場合には、その超

える部分の金額に相当する額の鉄道

賃、船賃又は車賃 

（退職者等の旅費） （退職者、遺族の旅費等） 

第２０条 第３条第２項第１号の規定に

より支給する旅費は、職員が退職等と

なった日の翌日から３月以内における

当該退職等に伴う旅行について、出張

又は赴任の例に準じて規則で定めるも

のとする。 

第２７条 職員が出張又は赴任のための

旅行中死亡した場合において、死亡し

た者の遺族が死体処理等のため死亡地

におもむくときは、公務による死亡の

場合を除き、１人に限り死亡者の生存

中の職に相当する旅費を支給する。 

２ 前項の場合において、退職等となっ

た職員が家族を移転するときは、同項

に規定する旅費に、転居費のうち家族

の転居に要する費用及び家族移転費に

相当するものを加えるものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、第３条第

２項各号の規定により支給する旅費に

ついては、旅費法の規定の例による。 

３ 旅行命令権者は、天災その他やむを

得ない事情がある場合には、第 1 項に

規定する期間を延長することができ

る。 

 

（遺族の旅費）  

第２１条 第３条第２項第２号又は第３

号の規定により支給する旅費は、出張

又は赴任の例に準じて規則で定めるも

のとする。 

 

第２２条 （略） 第２８条 （略） 

（旅費の支給額の上限）  

第２３条 鉄道賃、船賃、航空賃及びそ

の他の交通費（家族移転費のうちこれ

らに相当する部分を含む。）に係る旅

費の支給額は、第１０条第１項各号、

第１１条第１項各号、第１２条第１項

各号及び第１３条各号に掲げる各費用

について、当該各条及び第７条の規定

により計算した額と現に支払った額を
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比較し、当該各費用ごとのいずれか少

ない額を合計した額とする。 

２ 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後

滞在費（宿泊手当に相当する部分を除

く。）及び家族移転費（宿泊手当に相

当する部分を除く。）に係る旅費の支

給額は、当該各種類について、第１４

条、第１５条、第１７条、第１８条及

び第１９条第１項（宿泊手当に相当す

る部分を除く。）並びに第７条の規定

により計算した額と現に支払った額を

比較し、当該各種類ごとのいずれか少

ない額を合計した額とする。 

 

（旅費の調整） （旅費の調整） 

第２４条 職員が、公務のため上司に随

行して旅行する場合の旅費額は、その

上司と同等の額を支給することができ

る。 

第２９条 職員が、公務のため上司に随

行して旅行する場合の旅費額は、その

上司と同等の額を支給する     

 。 

２ 旅行命令権者は、旅行者が市以外の

者から旅費の支給を受ける場合その他

当該旅行における特別の事情により又

は当該旅行の性質上この条例の規定に

よる旅費を支給した場合には不当に旅

行の実費を超えた旅費又は通常必要と

しない旅費を支給することとなる場合

においては、その実費を超えることと

なる部分の旅費又はその必要としない

部分の旅費を支給しないことができ

る。 

２ 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施

設等を利用して旅行した場合、その他

当該旅行における特別の事情又は当該

旅行の目的、性質等により、この条例

等に定める旅費を支給した場合には不

当に旅行の実費を超えた旅費又は通常

必要としない旅費を支給することとな

る場合その他定額の旅費を支給する必

要がないと認める場合においては、そ

の実費を超えることとなる部分の旅費

又はその必要としない部分の旅費を支

給せずその他旅費の全部又は一部を支

給しないことができる。 

３ 旅行命令権者は、旅行者がこの条例

の規定による旅費により旅行すること

が当該旅行における特別の事情により

又は当該旅行の性質上困難である場合
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には、市長と協議して定める旅費を支

給することができる。 

（旅費の返納）  

第２５条 支出命令権者は、旅行者又は

旅行役務提供者がこの条例又はこれに

基づく規則の規定に違反して旅費の支

給又は旅費に相当する金額の支払を受

けた場合には、当該旅費又は当該金額

を返納させなければならない。 

 

２ 旅行者がこの条例又はこれに基づく

規則の規定に違反して旅費の支給を受

けた場合には、支出命令権者は、前項

に規定する返納に代えて、当該支出命

令権者がその後においてその者に対し

支出し、又は支払う給与又は旅費の額

から、当該旅費に相当する金額を差し

引くことができる。 

 

３ 前項に規定する給与の種類は、規則

で定める。 

 

第２６条 （略） 第３０条 （略） 

 別表（第１７条、第１９条、第２０条、

第２１条、第２２条関係） 

 区分 船賃 車賃 日当 宿泊

料 

食卓

料 

 ２ 階

級 区

分 の

とき 

３ 階

級 区

分 の

とき 

（ １

キ ロ

メ ー

ト ル

に つ

き） 

（ 円

） 

（ １

日 に

つ き

） 

（ 円

） 

（ １

夜 に

つ き

） 

（ 円

） 

（ １

夜 に

つ き

） 

（ 円

） 

市長 上級 上級 ３７ ３ ，

０ ０

０ 

１ ４

， ８

００ 

３ ，

０ ０

０ 
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副 市

長 、

監 査

委

員 、

教 育

長 

上級 上級 ３７ ２ ，

６ ０

０ 

１ ３

， １

００ 

２ ，

６ ０

０ 

上 記

以 外

の者 

上級 中級 ３７ ２ ，

２ ０

０ 

１ ０

， ９

００ 

２ ，

２ ０

０ 
   

（西条市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正） 

第２条 西条市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例（平成１６年西

条市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

（費用弁償） （費用弁償） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 前項の場合において、旅費条例第１

０条第１項第５号中「市長、副市長、

教育長及び監査委員（以下「市長等」

という。）」とあるのは「特別職の職員

」と、同条第２項並びに第１１条第１

項第４号及び第２項中「市長等」とあ

るのは「特別職の職員」と読み替える

ものとする。ただし、地方公務員法

(昭和２５年法律第２６１号)第３条第

３項第３号に規定する職にある者につ

いては、市長が別に定める。 

２ 前項の場合において、旅費条例別表

区分欄中、「副市長、監査委員、教育

長」とあるのは「特別職の職員」  

                 

                 

                 

           と読み替える

ものとする。ただし、地方公務員法

(昭和２５年法律第２６１号)第３条第

３項第３号に規定する職にある者につ

いては、市長が別に定める。 

（西条市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部改正） 

第３条 西条市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例（平成２０年西条市

条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 
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改正後 改正前 

（費用弁償） （費用弁償） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 前項の場合において、旅費条例第１

０条第１項第５号中「市長、副市長、

教育長及び監査委員（以下「市長等」

という。）」とあるのは「議長、副議長

及び議員」と、同条第２項並びに第１

１条第１項第４号及び第２項中「市長

等」とあるのは「議長、副議長及び議

員」と読み替えるものとする。 

２ 前項の場合において、旅費条例別表

区分欄中、「市長」とあるのは「議長

」と、「副市長、監査委員、教育長」

とあるのは「副議長、議員」    

                 

                 

                 

  と読み替えるものとする。 

（西条市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正） 

第４条 西条市証人等の実費弁償に関する条例（平成１６年西条市条例第３７号）の

一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

（実費弁償の額及び支給方法） （実費弁償の額及び支給方法） 

第２条 実費弁償の額及び支給方法は、

西条市職員等の旅費に関する条例(平

成１６年西条市条例第４５号)の適用

を受ける職員の例による。 

第２条 実費弁償の額及び支給方法は、

西条市職員等の旅費に関する条例(平

成１６年西条市条例第４５号)の適用

を受ける職員の例による。ただし、日

当については、１日につき２，６００

円を超えない範囲内で市長の定める額

を支給する。 

２ （略） ２ （略） 

（西条市消防団条例の一部改正） 

第５条 西条市消防団条例（平成１６年西条市条例第２０７号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

（費用弁償） （費用弁償） 
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第１７条 団員が公務のため旅行すると

きは、その旅行について、費用弁償と

して西条市職員等の旅費に関する条例

(平成１６年西条市条例第４５号。以

下「旅費条例」という。)の適用を受

ける職員の例により旅費を支給する。 

第１７条 団員が公務のため旅行する場

合においては、別表第３に定める費用

弁償を支給する。 

２ 前項の場合において、旅費条例第１

０条第１項第５号中「市長、副市長、

教育長及び監査委員（以下「市長等」

という。）」とあるのは「団長及び副団

長」と、同条第２項並びに第１１条第

１項第４号及び第２項中「市長等」と

あるのは「団長及び副団長」と読み替

えるものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、団員の費

用弁償の支給については、西条市特別

職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償条例の例による。 

 別表第３（第１７条関係） 消防団員費

用弁償額表 

 区分 船賃 車賃 日当 宿泊

料 

食卓

料 

 ２ 階

級 区

分 の

とき 

３ 階

級 区

分 の

とき 

（ １

キ ロ

メ ー

ト ル

に つ

き） 

（ 円

） 

（ １

日 に

つ き

） 

（ 円

） 

（ １

夜 に

つ き

） 

（ 円

） 

（ １

夜 に

つ き

） 

（ 円

） 

団長 

副 団

長 

上級 上級 ３７ ２ ，

６ ０

０ 

１ ３

， １

００ 

２ ，

６ ０

０ 

分 団

長 

副 分

団長 

部長 

班長 

上級 中級 ３７ ２ ，

２ ０

０ 

１ ０

， ９

００ 

２ ，

２ ０

０ 
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団員       
   

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の西条市職員等の旅費に関する条例（以下「新条例」

という。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に新条

例第２条第１号に規定する旅行命令権者が新条例第４条第１項に規定する旅行命

令等を発する旅行について適用し、施行日前に第１条の規定による改正前の西条

市職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第４条第１項に規定する

旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の

例による。ただし、施行日前に旧条例第４条第１項に規定する旅行命令権者が同

項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第２条第１号に規定

する旅行命令権者が新条例第４条第３項の規定により当該旅行命令等の変更をす

る旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に

対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分

については、なお従前の例による。 

３ 新条例第３条第２項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以

下「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前

に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。 

４ 新条例第３条第５項及び第６項の規定は、これらの項に規定する者が同条第１

項、第２項及び第４項の規定により旅費の支給を受けることができる場合につい

て適用し、旧条例第３条第 1 項、第２項及び第４項の規定により旅費の支給を受

けることができる場合については、なお従前の例による。 

５ 第２項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措

置は、規則で定める。 

 

  



64 

提案理由 

 国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律（令和６年法律第２２号）

が施行されたことに伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 
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議案第９４号 

 

西条市公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例について 

 

西条市公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和７年１２月２日提出 

 

西条市長  高 橋 敏 明 

 

  



66 

西条市公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例  
西条市公民館設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第８８号）の一部を次の

ように改正する。  
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

（略）  

 

 

 

（略）  
 

名称 位置 

（略）  

西条市市之川公

民館 

西条市市之川６６７８

番地１ 

（略）  
 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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提案理由 

令和７年度末をもって西条市市之川公民館の運営を終了することに伴い、所要の

条例改正を行おうとするものである。 
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議案第９５号 

 

西条市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例について 

 

西条市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和７年１２月２日提出 

 

西条市長  高 橋 敏 明 

 

  



70 

西条市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 

西条市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年西条市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第２５条 特定教育・保育施設の職員

は、教育・保育給付認定子どもに対

し、児童福祉法第３３条の１０第１項

各号（幼保連携型認定こども園である

特定教育・保育施設の職員にあって

は、認定こども園法第２７条の２第１

項各号、幼稚園である特定教育・保育

施設の職員にあっては、学校教育法第

２８条第２項において準用する認定こ

ども園法第２７条の２第１項各号）に

掲げる行為その他当該教育・保育給付

認定子どもの心身に有害な影響を与え

る行為をしてはならない。 

第２５条 特定教育・保育施設の職員

は、教育・保育給付認定子どもに対

し、児童福祉法第３３条の１０各号 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                に

掲げる行為その他当該教育・保育給付

認定子どもの心身に有害な影響を与え

る行為をしてはならない。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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提案理由 

児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号）等が施行されたこ

とに伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 
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議案第９６号 

 

西条市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について 

 

西条市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例を次のように定める。 

 

令和７年１２月２日提出 

 

西条市長  高 橋 敏 明 
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西条市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

西条市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

西条市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第１２条 家庭的保育事業者等の職員

は、利用乳幼児に対し、法第３３条の

１０第１項各号に掲げる行為その他当

該利用乳幼児の心身に有害な影響を与

える行為をしてはならない。 

第１２条 家庭的保育事業者等の職員

は、利用乳幼児に対し、法第３３条の

１０各号   に掲げる行為その他当

該利用乳幼児の心身に有害な影響を与

える行為をしてはならない。 

（利用乳幼児及び職員の健康診断） （利用乳幼児及び職員の健康診断） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定

にかかわらず、次の表の左欄に掲げる

健康診断又は健康診査（母子保健法

（昭和４０年法律第１４１号）第１２

条又は第１３条に規定する健康診査を

いう。同表において同じ。）（以下「健

康診断等」という。）が行われた場合

であって、当該健康診断等がそれぞれ

同表の右欄に掲げる 健康診断の全部

又は一部に相当すると認められるとき

は、同欄に掲げる健康診断の全部又は

一部を行わないことができる。この場

合において、家庭的保育事業者等は、

それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断

等      の結果を把握しなけれ

ばならない。 

児童相談所等に

おける乳児又は

幼児（以下「乳 

利用乳幼児に対

する利用開始時

の健康診断 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定

にかかわらず、児童相談所等における

乳児又は幼児（以下「乳幼児」とい

う。）の利用開始前の健康診断   

                 

                 

          が行われた場合

であって、当該健康診断が利用乳幼児

に対する利用開始時の健康診断の全部

又は一部に相当すると認められるとき

は、利用開始時の健康診断の全部又は

一部を行わないことができる。この場

合において、家庭的保育事業者等は、

児童相談所等における乳幼児の利用開

始前の健康診断の結果を把握しなけれ

ばならない。 
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幼児」という。）

の利用開始前の

健康診断 

 

乳幼児に対する

健康診査 

利用乳幼児に対

する利用開始時

の健康診断、定

期の健康診断又

は臨時の健康診

断 
 

３、４ （略） ３、４ （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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提案理由 

児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号）等が施行されたこ

とに伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 
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議案第９７号 

 

西条市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について 

 

西条市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のように定める。 

 

令和７年１２月２日提出 

 

西条市長  高 橋 敏 明 
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西条市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

西条市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年西条市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第１２条 放課後児童健全育成事業者の

職員は、利用者に対し、法第３３条の

１０第１項各号に掲げる行為その他当

該利用者の心身に有害な影響を与える

行為をしてはならない。 

第１２条 放課後児童健全育成事業者の

職員は、利用者に対し、法第３３条の

１０各号   に掲げる行為その他当

該利用者の心身に有害な影響を与える

行為をしてはならない。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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提案理由 

児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号）等が施行されたこ

とに伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 
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議案第９８号 

 

西条市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例について 

 

西条市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例を次のように定める。 

 

令和７年１２月２日提出 

 

西条市長  高 橋 敏 明 
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西条市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の  
一部を改正する条例  

西条市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年

西条市条例第２７号）の一部を次のように改正する。  
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（乳児等通園支援事業所の職員の一般

的要件） 

（乳児等通園支援事業者の職員の一般

的条件） 

第９条 乳児等通園支援事業所の職員  

は、健全な心身を有し、豊かな人間性

と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意

のある者であって、できる限り児童福

祉事業の理論及び実際について訓練を

受けた者でなければならない。 

第９条 乳児等通園支援事業者の職員  

は、健全な心身を有し、豊かな人間性

と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意

のある者であって、できる限り児童福

祉事業の理論及び実際について訓練を

受けた者でなければならない。 

 （乳児等通園支援事業所の職員の知識

及び技能の向上等） 

 （乳児等通園支援事業者の職員の知識

及び技能の向上等） 

第１０条 乳児等通園支援事業所の職員

は、常に自己研鑽に励み、法に定める

事業の目的を達成するために必要な知

識及び技能の修得、維持及び向上に努

めなければならない。 

第１０条 乳児等通園支援事業者の職員

は、常に自己研鑽に励み、法に定める

事業の目的を達成するために必要な知

識及び技能の修得、維持及び向上に努

めなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第１３条 乳児等通園支援事業所の職員

は、利用乳幼児に対し、法第３３条の

１０第１項各号に掲げる行為その他当

該利用乳幼児の心身に有害な影響を与

える行為をしてはならない。 

第１３条 乳児等通園支援事業者の職員

は、利用乳幼児に対し、法第３３条の

１０各号   に掲げる行為その他当

該利用乳幼児の心身に有害な影響を与

える行為をしてはならない。 

（内部規程）  （内部規程） 

第１６条 乳児等通園支援事業者は、次

に掲げる乳児等通園支援事業の運営に

ついての重要事項に関する規程を定め

ておかなければならない。 

第１６条 乳児等通園支援事業者は、次

に掲げる乳児等通園支援事業の運営に

ついての重要事項に関する規程を定め

ておかなければならない。 
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 (1)～(5) （略）  (1)～(5) （略） 

 (6)             利用定

員 

 (6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定

員 

 (7) 乳児等通園支援事業の利用の開始

及び終了に関する事項その他の利用

に当たっての留意事項 

 (7) 乳児等通園支援事業の利用の開始

及び終了に関する事項並びに 利用

に当たっての留意事項 

 (8)～(11) （略）  (8)～(11) （略） 

（秘密保持等） （秘密保持等） 

第１８条 乳児等通園支援事業所の職員

は、正当な理由がなく、その業務上知

り得た利用乳幼児又はその家族の秘密

を漏らしてはならない。 

第１８条 乳児等通園支援事業者の職員

は、正当な理由がなく、その業務上知

り得た利用乳幼児又はその家族の秘密

を漏らしてはならない。 

２ （略） ２ （略） 

（乳児等通園支援事業の区分） （乳児等通園支援事業の区分） 

第２０条 （略） 第２０条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 余裕活用型乳児等通園支援事業と

は、保育所、認定こども園（就学前の

子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律（平成１８

年法律第７７号。以下「認定こども園

法」という。）第２条第６項に規定す

る認定こども園をいい、保育所である

ものを除く。以下同じ。）又は家庭的

保育事業等（居宅訪問型保育事業を除

く。以下同じ。）を行う事業所におい

て、当該施設又は事業を利用する児童

の数（以下この項において「利用児童

数」という。）がその施設又は事業に

係る利用定員（子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６５号）第２７条

第１項又は第２９条第１項の確認にお

いて定める利用定員をいう。）の総数

に満たない場合であって、当該利用定

３ 余裕活用型乳児等通園支援事業と

は、保育所、認定こども園（就学前の

子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律（平成１８

年法律第７７号。以下「認定こども園

法」という。）第２条第６項に規定す

る認定こども園をいい、保育所である

ものを除く。以下同じ。）又は家庭的

保育事業等（居宅訪問型保育事業を除

く。以下同じ。）を行う事業所におい

て、当該施設又は事業を利用する児童

の数（以下この項において「利用児童

数」という。）がその施設又は事業に

係る利用定員           

                 

                 

              の総数

に満たない場合であって、当該利用定
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員の総数から当該利用児童数を除いた

数以下の数の乳児又は幼児を対象とし

て行う乳児等通園支援事業をいう。 

員の総数から当該利用児童数を除いた

数以下の数の乳児又は幼児を対象とし

て行う乳児等通園支援事業をいう。 

第２２条 （略） 第２２条 （略） 

 （設備及び職員の基準の特例）  

第２２条の２ 子ども・子育て支援法第

３０条第１項第４号に規定する特例保

育を行う事業者が、当該特例保育を行

う事業所において一般型乳児等通園支

援事業を行う場合には、前２条の規定

は適用しない。 

 

 （準用）  （準用） 

第２６条 第２３条及び第２４条の規定

は、余裕活用型乳児等通園支援事業に

ついて準用する。 

第２６条 第２３条及び第２４条の規定

は、余裕活用型乳児等通園支援事業に

ついて準用する。この場合において、

第２３条及び第２４条中「一般型乳児

等通園支援事業を行う者」とあるの

は、「余裕活用型乳児等通園支援事業

を行う者」と読み替えるものとする。 

（電磁的記録） （電磁的記録） 

第２７条 乳児等通園支援事業者及びそ

の乳児等通園支援事業所の職員は、記

録、作成その他これらに類するものの

うち、この府令の規定において書面

（書面、書類、文書、謄本、抄本、正

本、副本、複本その他文字、図形等人

の知覚によって認識することができる

情報が記載された紙その他の有体物を

いう。以下この条において同じ。）で

行うことが規定されている又は想定さ

れるものについては、書面に代えて、

当該書面に係る電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作

られる記録であって、電子計算機によ

第２７条 乳児等通園支援事業者及びそ

の          職員は、記

録、作成その他これらに類するものの

うち、この条例の規定において書面

(書面、書類、文書、謄本、抄本、正

本、副本、複本その他文字、図形等人

の知覚によって認識することができる

情報が記載された紙その他の有体物を

いう。以下この条において同じ。)で

行うことが規定されている又は想定さ

れるものについては、書面に代えて、

当該書面に係る電磁的記録(電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作

られる記録であって、電子計算機によ
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る情報処理の用に供されるものをい

う。）により行うことができる。 

る情報処理の用に供されるものをい

う。)により行うことができる。 

附 則  
この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１３条中「第３３条の

１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める改正規定は、公布の日から施行

する。  
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提案理由 

児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号）等が施行されたこ

と等に伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

  



87 

議案第９９号 

 

西条市印鑑条例の一部を改正する条例について 

 

西条市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和７年１２月２日提出 

 

西条市長  高 橋 敏 明 
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西条市印鑑条例の一部を改正する条例 

西条市印鑑条例（平成１６年西条市条例第１５３号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（印鑑登録原票） （印鑑登録原票） 

第７条 市長は、印鑑登録原票を備え、

     次に掲げる事項を登録す

る。 

第７条 市長は、印鑑登録原票を備え、

印影のほか次に掲げる事項を登録す

る。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

(6) 印影  

(7) （略） (6) （略） 

２ 前項各号に掲げる事項を登録した印

鑑登録原票については、磁気ディスク

をもって調製することができる。 

２ 前項各号に掲げる事項      

     については、磁気ディスク

をもって調製することができる。 

（多機能端末機による印鑑登録証明書

の交付申請等） 

（多機能端末機による印鑑登録証明書

の交付申請等） 

第１７条 前２条の規定にかかわらず、

印鑑登録の証明を受けようとする者

は、個人番号カード用利用者証明用電

子証明書（電子署名等に係る地方公共

団体情報システム機構の認証業務に関

する法律（平成１４年法律第１５３

号。以下「公的個人認証法」という。

）第２２条第１項に規定する個人番号

カード用利用者証明用電子証明書をい

う。）が記録された個人番号カード

（行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号）第２条第

７項に規定する個人番号カードをい

う。）又は移動端末設備用利用者証明

用電子証明書（公的個人認証法第３５

第１７条 前２条の規定にかかわらず、

印鑑登録の証明を受けようとする者

は、個人番号カード用利用者証明用電

子証明書（電子署名等に係る地方公共

団体情報システム機構の認証業務に関

する法律（平成１４年法律第１５３

号。以下「公的個人認証法」という。

）第２２条第１項に規定する個人番号

カード用利用者証明用電子証明書をい

う。）が記録された個人番号カード

（行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号）第２条第

７項に規定する個人番号カードをい

う。）又は移動端末設備用利用者証明

用電子証明書（公的個人認証法第３５
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条の２第１項に規定する移動端末設備

用利用者証明用電子証明書をいう。）

が記録された移動端末設備（電気通信

事業法（昭和５９年法律第８６号）第

１２条の２第４項第３号ロに規定する

移動端末設備をいう。）を利用して、

自ら多機能端末機（本市の電子計算機

と電気通信回線で接続された端末機で

あって、印鑑登録証明書を自動的に交

付する機能を有するものをいう。）に

暗証番号その他必要な事項を入力する

ことにより、市長に印鑑登録証明書の

交付を申請することができる。 

条の２第１項に規定する移動端末設備

用利用者証明用電子証明書をいう。）

が記録された移動端末設備（電気通信

事業法（昭和５９年法律第８６号）第

１２条の２第４項第２号ロに規定する

移動端末設備をいう。）を利用して、

自ら多機能端末機（本市の電子計算機

と電気通信回線で接続された端末機で

あって、印鑑登録証明書を自動的に交

付する機能を有するものをいう。）に

暗証番号その他必要な事項を入力する

ことにより、市長に印鑑登録証明書の

交付を申請することができる。 

２ （略） ２ （略） 

附 則 

この条例は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を

改正する法律（令和７年法律第４６号）の施行の日から施行する。 
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提案理由 

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律

（令和７年法律第４６号）が公布されたこと等に伴い、所要の条例改正を行おうとす

るものである。 

  



91 

議案第１００号 

 

西条市地域創生センター設置及び管理条例等の一部を改正する条例につ

いて 

 

西条市地域創生センター設置及び管理条例等の一部を改正する条例を次のように

定める。 

 

令和７年１２月２日提出 

 

西条市長  高 橋 敏 明 
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西条市地域創生センター設置及び管理条例等の一部を改正する条例 

（西条市地域創生センター設置及び管理条例の一部改正） 

第１条 西条市地域創生センター設置及び管理条例（平成２７年西条市条例第３４号

）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第８条、第２３条関係） 別表第１（第８条、第２３条関係） 

(1) 研修室等使用料 (1) 研修室等使用料 

区分 単位 
使用料

（円） 

大研修室 １ 時 間 に

つき 

１，８

００ 

第１研修室 同 ６００ 

第２研修室 同 ６００ 

討議室 同 ４００ 

（略）   

市民展示室 １日 １，６

００ 
 

区分 単位 
使用料

（円） 

大研修室 １ 時 間 に

つき 

１，２

００

第１研修室 同 ４００

第２研修室 同 ４００

討議室 同 ３００

（略）  

市民展示室 １日 １，１

００
 

(2) 設備、備品等使用料 (2) 設備、備品等使用料 

区分 単位 
使用料

（円） 

持ち運び用スピーカ

ー一体型アンプ 

１ 台 １ 回

につき 

７００ 

（略）   

展示パネル １ 台 １ 回

につき 

３００ 

 

区分 単位 
使用料

（円） 

持ち運び用スピーカ

ー一体型アンプ 

１ 台 １ 回

につき 

６００

（略）  

展示パネル １ 台 １ 回

につき 

２００

 

備考 （略） 備考 （略） 

別表第２（第１６条、第２３条関係） 別表第２（第１６条、第２３条関係） 

(1) 産学官連携研究室等入居使用料 (1) 産学官連携研究室等入居使用料 

区分 単位 
使用料

（円） 

産学官連携研究室１ １ 月 に つ

き 

２３，

２５０ 

区分 単位 
使用料

（円） 

産学官連携研究室１ １ 月 に つ

き 

１５，

５００
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産学官連携研究室２ 同 １９，

５００ 

産学官連携研究室３ 同 ２，１

６００ 

産学官連携研究室４ 同 １８，

９００ 

産学官連携研究室５ 同 ４，４

４００ 

滞在室１～１１ １ 人 １ 泊

につき 

４５０ 

 

産学官連携研究室２ 同 １３，

０００

産学官連携研究室３ 同 １４，

４００

産学官連携研究室４ 同 １２，

６００

産学官連携研究室５ 同 ２９，

６００

滞在室１～１１ １ 人 １ 泊

につき 

３００

 

備考 （略） 備考 （略） 

(2) 産学官連携研究室等の維持管理に

要する費用 

(2) 産学官連携研究室等の維持管理に

要する費用 

区分 単位 
使用料

（円） 

産学官連携研究室１ １ 月 に つ

き 

１，６

５０

産学官連携研究室２ 同 １，３

５０

産学官連携研究室３ 同 １，５

００

産学官連携研究室４ 同 １，３

５０

産学官連携研究室５ 同 ３，０

００

滞在室１～１１（シ

ャワー室及び炊事室

を含む。） 

１ 人 ・ １

日につき 

１５０

（略）  
 

区分 単位 
使用料

（円） 

産学官連携研究室１ １ 月 に つ

き 

１，１

００

産学官連携研究室２ 同 ９００

  

産学官連携研究室３ 同 １，０

００

産学官連携研究室４ 同 ９００

  

産学官連携研究室５ 同 ２，０

００

滞在室１～１１（シ

ャワー室及び炊事室

を含む。） 

１ 人 ・ １

日につき 

１００

（略）  
 

備考 （略） 備考 （略） 

（西条市地域交流センター設置及び管理条例の一部改正） 

第２条 西条市地域交流センター設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第１５６

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 



94 

改正後 改正前 

（使用料） （使用料） 

第６条 前条の許可を受けて地域交流セ

ンターを使用する者（以下「使用者」

という。）で、別表に定める施設、設

備、備品等を使用するもの   は、

同表に定める使用料を納付しなければ

ならない。ただし、市内に住所を有す

る者が営利を目的としないで施設、設

備、備品等（浴室及び陶芸窯を除く。

） を使用する場合の使用料は、無料

とする。 

第６条 前条の許可を受けて地域交流セ

ンターを使用する者（以下「使用者」

という。）で、別表に定める東予地域

交流センターの施設を使用する者は、

同表に定める使用料を納付しなければ

ならない。ただし、市内に住所を有す

る者が営利を目的としないで施設（こ

の項において、浴室及び陶芸窯を除く

。）を使用する場合の使用料は、無料

とする。 

２ （略） ２ （略） 

別表（第６条関係） 別表（第６条関係） 

１ 地域交流センター施設基本使用料 

  

１ 東予地域交流センター施設基本使用

料 

名称 区分 使用単位 
基本使用

料 

西 条 東 部

地 域 交 流

センター 

大集会所 １ 時 間 に

つき 

５００円

西 条 西 部

地 域 交 流

センター 

大集会所 〃 ５００円

東 予 北 地

域 交 流 セ

ンター 

多 目 的 ホ

ール 

〃    

   

（略） 

東 予 南 地

域 交 流 セ

ンター 

（略）  

  

（略）  
 

名称 区分 使用単位 
基本使用

料 

 

 

 

   

 

 

 

  

東 予 北 地

域 交 流 セ

ンター 

多 目 的 ホ

ール 

１ 時 間 に

つき 

（略） 

東 予 南 地

域 交 流 セ

ンター 

（略）  

遊戯室 〃 ７００円

（略）  
 

備考 （略） 備考 （略） 

２ 東予地域交流センター設備、備品使

用料 

２ 東予地域交流センター設備、備品使

用料 

名称 区分 使用単位 使用料 名称 区分 使用単位 使用料 
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東 予 北 地

域 交 流 セ

ンター 

多 目 的 ホ

ー ル 舞 台

照明設備 

１ 時 間 に

つき 

７９０円

陶芸窯 〃 ３００円
 

東 予 北 地

域 交 流 セ

ンター 

多 目 的 ホ

ー ル 舞 台

照明設備 

１ 時 間 に

つき 

７００円

陶芸窯 〃 ２５０円
 

備考 （略） 備考 （略） 

３ （略） ３ （略） 

（西条市福祉センター設置及び管理条例の一部改正） 

第３条 西条市福祉センター設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第１１３号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第６条、第１４条関係） 別表（第６条、第１４条関係） 

１ 西条市総合福祉センター使用料 １ 西条市総合福祉センター使用料 

(1) 会議室等使用料 (1) 会議室等使用料 

区分 単位 
使用料

（円） 

（略）  

会議室１ 同 ４３０

会議室２ 同 ４３０

（略）  

ふれあいトレー

ニングルーム 

１人・１回 ２２０

水浴訓練室 １人・中学生以

下 

１５０

１人・上記以外 ３００
 

区分 単位 
使用料

（円） 

（略）  

会議室１ 同 ３００

会議室２ 同 ３００

（略）  

ふれあいトレー

ニングルーム 

１人・１回 １５０

水浴訓練室 １人・中学生以

下 

１１０

１人・上記以外 ２２０
 

備考 （略） 備考 （略） 

(2) 設備、備品等使用料 (2) 設備、備品等使用料 

設備備品名 単位 
使用料

（円） 

（略）   

カラオケワゴン （略）  

スクリーン 同 ５００ 
 

設備備品名 単位 
使用料

（円） 

（略）  

カラオケワゴン （略） 
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２ 西条市西部総合福祉センター使用料 

(1) 会議室等使用料 

２ 西条市西部総合福祉センター使用料 

時間区分 

施設区分 

９ 時 ～

１２時 

 

円

１ ２ 時

～ １ ７

時 

円

１ ７ 時

～ ２ ２

時 

円

備考 

第１会議

室 

１，８

００

２，８

１０

３，７

５０

(略) 

第２会議

室 

２，２

００

２，９

００

３，７

５０

第１研修

室 

１，３

００

２，５

５０

２，２

００

第２研修

室 

９９０ １，５

００

１，８

７０

（略） 
 

時間区分 

施設区分 

９ 時 ～

１２時 

 

円

１ ２ 時

～ １ ７

時 

円

１ ７ 時

～ ２ ２

時 

円

備考 

第１会議

室 

１，８

００

２，４

００

３，０

００

(略) 

第２会議

室 

２，２

００

２，９

００

３，６

００

第１研修

室 

１，３

００

１，７

００

２，２

００

第２研修

室 

７００ １，０

００

１，３

００

（略） 
 

備考 （略） 備考 （略） 

(2) 設備、備品等使用料  

設備備品名 単位 使用料（円

） 

ワ イ ヤ レ ス

マイク 

１ 台 １ 回 に

つき 

３００ 

マ イ ク ス タ

ンド 

同 ２００ 

スクリーン 同 ５００ 
 

 

  

（西条市体育館設置及び管理条例の一部改正） 

第４条 西条市体育館設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第９９号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 
  

別表第１（第６条、第１２条関係） 別表第１（第６条、第１２条関係） 

西条市総合体育館使用料 西条市総合体育館使用料 

１ 第５条第１項本文の場合 １ 第５条第１項本文の場合 

（単位：円） （単位：円） 
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使用時間

 

 

使用区分 

９ 時

～ １

２ 時

１ ２

時 ～

１ ７ 

時 

１ ７

時 ～

２ ２ 

時 

１ 時

間 ご

と 

主競

技場 

アマ

チュ

アス

ポー

ツ 

入 場

料 を

徴 収

し な

い 場

合 ( A

) 

一 般

・ 学

生 

３，

９６

０

６，

６０

０ 

６，

６０

０ 

１，

３２

０

中 学

生 以

下 

１，

９８

０

３，

３０

０ 

３，

３０

０ 

６６

０

入 場

料 を

徴 収

す る

場 合

(B) 

一 般

・ 学

生 

１１

，８

８０

１９

，８

００ 

１９

，８

００ 

３，

９６

０

中 学

生 以

下 

５，

９４

０

９，

９０

０ 

９，

９０

０ 

１，

９８

０

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外 

入 場 料 を

徴 収 し な

い場合(C) 

１５

，８

４０

２６

，４

００ 

２６

，４

００ 

５，

２８

０

入 場 料 を

徴 収 す る

場合(D) 

３１

，６

８０

５２

，８

００ 

５２

，８

００ 

１０

，５

６０

第１

格技

室 

第２

格技

室 

アマ

チュ

アス

ポー

ツ 

入 場 料 を

徴 収 し な

い場合(A) 

９０

０

１，

８０

０ 

２，

２５

０ 

４５

０

入 場 料 を

徴 収 す る

場合(B) 

３，

６０

０

７，

２０

０ 

９，

００

０ 

１，

８０

０

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外 

入 場 料 を

徴 収 し な

い場合(C) 

８，

５５

０

１４

，４

００ 

１８

，６

７０ 

３，

６０

０

入 場 料 を

徴 収 す る

場合(D) 

１７

，１

００

２８

，８

００ 

３７

，３

４０ 

７，

４２

０

使用時間

 

 

使用区分 

９ 時

～ １

２時 

１ ２

時 ～

１ ７

時 

１ ７

時 ～

２ ２

時 

１ 時

間 ご

と 

主競

技場 

アマ

チュ

アス

ポー

ツ 

入 場

料 を

徴 収

し な

い 場

合(A

) 

一 般

・ 学

生 

２，

６４

０ 

４，

４０

０

４，

４０

０ 

８８

０ 

 

中 学

生 以

下 

１，

３２

０ 

２，

２０

０

２，

２０

０ 

４４

０

入 場

料 を

徴 収

す る

場 合

(B) 

一 般

・ 学

生 

７，

９２

０  

１３

，２

００

１３

，２

００ 

２，

６４

０

中 学

生 以

下 

３，

９６

０ 

６，

６０

０

６，

６０

０ 

１，

３２

０

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外 

入 場 料 を

徴 収 し な

い場合(C) 

１０

，５

６０ 

１７

，６

００

１７

，６

００ 

３，

５２

０

入 場 料 を

徴 収 す る

場合(D) 

２１

，１

２０ 

３５

，２

００

３５

，２

００ 

７，

０４

０ 

第１

格技

室 

第２

格技

室 

アマ

チュ

アス

ポー

ツ 

入 場 料 を

徴 収 し な

い場合(A) 

６０

０ 

１，

２０

０

１，

５０

０ 

３０

０

入 場 料 を

徴 収 す る

場合(B) 

２，

４０

０ 

４，

８０

０

６，

００

０ 

１，

２０

０

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外 

入 場 料 を

徴 収 し な

い場合(C) 

５，

７０

０ 

９，

６０

０ 

１２

，４

５０ 

２，

４０

０

入 場 料 を

徴 収 す る

場合(D) 

１１

，４

００ 

１９

，２

００

２４

，９

００ 

４，

９５

０
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大会

議室 

アマ

チュ 

入 場 料 を

徴 収 し な

６６

０

８８

０ 

１，

３２ 

２２

０

兼卓

球室 

アス

ポー

ツ 

い場合(A)  ０ 

入 場 料 を

徴 収 す る

場合(B) 

１，

３２

０

１，

７６

０ 

２，

６４

０ 

４５

０

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外 

入 場 料 を

徴 収 し な

い場合(C) 

２，

４２

０

４，

１８

０ 

５，

２８

０ 

８８

０

入 場 料 を

徴 収 す る

場合(D) 

４，

８４

０

８，

３６

０ 

１０

，５

６０ 

２，

０２

０

弓道

場兼

アー

チェ

リー

室 

アマ

チュ

アス

ポー

ツ 

入 場 料 を

徴 収 し な

い場合(A) 

４４

０

６６

０ 

８８

０ 

２２

０

入 場 料 を

徴 収 す る

場合(B) 

８８

０

１，

３２

０ 

１，

７６

０ 

４５

０

小会

議室 

会議

等 

入 場 料 を

徴 収 し な

い場合(A) 

４４

０

６６

０ 

８８

０ 

２２

０

入 場 料 を

徴 収 す る

場合(B) 

８８

０

１，

３２

０ 

１，

７６

０ 

４５

０

備考 （略） 

大会

議室 

アマ

チュ 

入 場 料 を

徴収しな 

４５

０ 

６０

０

９０

０  

１５

０

兼卓

球室 

アス

ポー

ツ 

い場合(A)    

入 場 料 を

徴 収 す る

場合(B) 

９０

０ 

  

１，

２０

０

１，

８０

０ 

３０

０

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外 

入 場 料 を

徴 収 し な

い場合(C) 

１，

６５

０ 

２，

８５

０

３，

６０

０ 

６０

０

入 場 料 を

徴 収 す る

場合(D) 

３，

３０

０ 

５，

７０

０

７，

２０

０  

１，

３５

０

弓道

場兼

アー

チェ

リー

室 

アマ

チュ

アス

ポー

ツ 

入 場 料 を

徴 収 し な

い場合(A) 

３０

０ 

４５

０

６０

０ 

１５

０

入 場 料 を

徴 収 す る

場合(B) 

６０

０ 

９０

０ 

 

１，

２０

０ 

３０

０

小会

議室 

会議

等 

入 場 料 を

徴 収 し な

い場合(A) 

３０

０ 

４５

０

６０

０ 

１５

０

入 場 料 を

徴 収 す る

場合(B) 

６０

０ 

９０

０ 

 

１，

２０

０ 

３０

０

備考 （略） 

２ 第５条第１項ただし書の場合 ２ 第５条第１項ただし書の場合 

（単位：円） 

使用区分 使用料 

トレーニング

室 

一 般

及 び

学 生

普通 １人１回につ

き ２２０ 

回数券 １１枚綴 ２

，２００ 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：円） 

使用区分 使用料 

トレーニング

室 

一 般

及 び

学 生 

普通 １人１回につ

き １５０ 

回数券 １１枚綴 １

，５００ 

第１格技室 

第２格技室 

弓道場兼アー 

一 般 及 び 学

生 

１人１回につ

き １５０ 

中学生以下 〃 ７０ 
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第１格技室 

第２格技室 

一般及び学

生 

１人１回につ

き ２２０ 

中学生以下 〃 １００ 

大会議室兼卓

球室 

一般及び学

生 

１人１回につ

き ２００ 

中学生以下 〃 １００ 

弓道場兼アー

チェリー室 

一般及び学

生 

１人１回につ

き １５０ 

中学生以下 〃 ７０ 

備考 （略） 

チェリー室 

大会議室兼卓

球室 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

備考 （略） 

３～５ （略） ３～５ （略） 

６ 冷房・暖房設備利用の場合 ６ 冷房・暖房設備利用の場合 

（単位：円） 

使用区分 
アマチュアス

ポーツ 

アマチュアス

ポーツ以外の

もの 

主競

技場 

冷

房 

１階

主競

技場 

１時間につき

 ３，３００ 

１時間につき

 ６，６００ 

２階

観覧

席 

〃 ８，００

０ 

〃 １６，０

００ 

１階

、２

階同

時使

用 

〃 １１，３

００ 

〃 ２２，６

００ 

暖

房 

１階

主競

技場 

〃 ３，１３

０ 

〃 ６，２６

０ 

２階

観覧

〃 ８，００

０ 

〃 １６，０

００ 

（単位：円） 

使用区分 
アマチュアス

ポーツ 

アマチュアス

ポーツ以外の

もの 

主競

技場 

冷

房 

１階

主競

技場 

１時間につき

 ２，２００ 

１時間につき

 ４，４００ 

２階

観覧

席 

〃 ６，６０

０ 

〃 １３，２

００ 

１階

、２

階同

時使

用 

〃 ８，８０

０  

〃 １７，６

００ 

暖

房 

１階

主競

技場 

〃 ２，０９

０ 

〃 ４，１８

０ 

２階

観覧

〃 ５，５０

０ 

〃 １１，０

００ 
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席   

１階〃 １１，１〃 ２２，２

  、２

階同

時使

用 

３０ ６０ 

大会

議室

兼卓

球室 

冷房 〃 ４１０ 〃 ８３０ 

（略）   

小会

議室 

冷房 〃 ９０ 〃 １６０ 

暖房 〃 １６０ 〃 ３２０ 
 

席   

１階〃 ７，５９〃 １５，１

  、２

階同

時使

用 

０  ８０ 

大会

議室

兼卓

球室 

冷房 〃 ３８０ 〃 ７７０ 

（略）   

小会

議室 

冷房 〃 ６０ 〃 １１０ 

暖房 〃 １１０ 〃 ２２０ 
 

別表第２（第６条、第１２条関係） 別表第２（第６条、第１２条関係） 

西条市ひうち体育館使用料 西条市ひうち体育館使用料 

１ 第５条第１項本文の場合 １ 第５条第１項本文の場合 

（単位：円） 

使用区分 使用料 

主競技場 １時間につき  ６

６０ 

会議室・研修室１

・研修室２ 

１室１時間につき

 ３６０ 

和室１・和室２・

クラブ室 

１室１時間につき

 ３３０ 

備考 （略） 

（単位：円） 

使用区分 使用料 

主競技場 １時間につき  ４

４０ 

会議室・研修室１

・研修室２ 

１室１時間につき

 ３００ 

和室１・和室２・

クラブ室 

１室１時間につき

 ２２０ 

備考 （略） 

２ 第５条第１項ただし書の場合 ２ 第５条第１項ただし書の場合 

（単位：円） 

使用区分 使用料 

トレーニング室 １人１回につき  

２２０ 

備考 （略） 

（単位：円） 

使用区分 使用料 

トレーニング室 １人１回につき  

１５０ 

備考 （略） 

３ 部分使用の場合 ３ 部分使用の場合 

（単位：円） 

使用区分 使用料 

主競

技場 

２分の１以下の部分

を使用する場合 

１時間につき

 ３３０ 
 

（単位：円） 

使用区分 使用料 

主競

技場

２分の１以下の部分

を使用する場合 

１時間につき

 ２２０ 
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４、５ （略） ４、５ （略） 

別表第３（第６条、第１２条関係） 別表第３（第６条、第１２条関係） 

西条市西条西部体育館使用料 西条市西条西部体育館使用料 

１ 第５条第１項本文の場合 １ 第５条第１項本文の場合 

（単位：円） 

使用区分 使用料 

主競技場 １時間につき  ６

６０ 

第１格技室・第２

格技室 

１室１時間につき

 ２００ 

備考 （略） 

（単位：円） 

使用区分 使用料 

主競技場 １時間につき  ４

４０ 

第１格技室・第２

格技室 

１室１時間につき

 １５０ 

備考 （略） 

２ 部分使用の場合 ２ 部分使用の場合 

（単位：円） 

使用区分 使用料 

主競技場 ２分の１

面以下 

１時間につき ３３

０ 
 

（単位：円） 

使用区分 使用料 

主競技場 ２分の１

面以下 

１時間につき ２２

０ 
 

３、４ （略） ３、４ （略） 

別表第４（第６条、第１２条関係） 別表第４（第６条、第１２条関係） 

西条市東予体育館使用料 西条市東予体育館使用料 

１ 第５条第１項の場合 １ 第５条第１項の場合 

（単位：円） 

使用時間

 

 

 

 

 

区分 

９

時

～

１

２

時 

１

２

時

～

１

７

時 

１

７

時

～

２

２

時 

１

時

間

ご

と 

備考 

(略)      

卓 球

場 

全

面

使

用

の

場

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ 

入 場

料 を

徴 収

し な

い 場

合 

５

１

０

６

８

０

１

，

０

２

０

１

７

０

個人使

用の場

合 

一般・

学生 

１人１

（単位：円） 

使用時間

 

 

 

 

 

区分 

９

時

～

１

２

時 

１

２

時

～

１

７

時 

１

７

時

～

２

２

時 

１

時

間

ご

と 

備考 

(略)      

卓 球

場 

全

面

使

用

の

場

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ 

入 場

料 を

徴 収

し な

い 場

合 

４

５

０

６

０

０

９

０

０

 

 

１

５

０

個人使

用の場

合 

一般・

学生 

１人１
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合 入 場

料 を

１

，

１

，

２

，

３

５

回につ

き １

   徴 収

す る

場 合

０

２

０

３

６

０

０

４

０

０５０ 

中学生

以下 

１人１

回につ

き １

００ 

  ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ 以

外 

入 場

料 を

徴 収

し な

い 場

合 

１

，

９

２

０

３

，

３

２

０

４

，

２

０

０

７

０

０

入 場

料 を

徴 収

す る

場 合

３

，

８

４

０

６

，

６

４

０

８

，

４

０

０

１

，

５

７

０

（略）  

トレーニング

室 

普通 １ 人 １ 回 に

つ き  ２ ２

０ 

 

回 数

券 

１ １ 枚 綴  

２，２００ 

 

会議室 １ 室 に つ き

１ 時 間 当 た

り ２２０ 

 

備考 （略） 

合 入 場

料 を

９

０

１

，

１

，

３

０

回につ

き １

   徴 収

す る

場 合

０

 

 

２

０

０

８

０

０

０５０ 

中学生

以下 

１人１

回につ

き ７

０  

  ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ 以

外 

入 場

料 を

徴 収

し な

い 場

合 

１

，

６

５

０

２

，

８

５

０

３

，

６

０

０

６

０

０

入 場

料 を

徴 収

す る

場 合

３

，

３

０

０

５

，

７

０

０

７

，

２

０

０

１

，

３

５

０

（略）  

トレーニング

室 

普通 １ 人 １ 回 に

つ き  １ ５

０ 

 

回 数

券 

１ １ 枚 綴  

１，５００ 

 

会議室 １ 室 に つ き

１ 時 間 当 た

り １５０ 

 

備考 （略） 

２ 設備の使用の場合 

設備・備

品名 

単位 入場料を

徴収しな

いとき 

入場料を

徴収する

とき 

放送設備 ア マ チ ュ

ア 

２，２５

０

４，５０

０ 

ア マ チ ュ

ア以外 

９，００

０

１８，０

００ 

（略）   
 

２ 設備の使用の場合 

設備・備

品名 

単位 入場料を

徴収しな

いとき 

入場料を

徴収する

とき 

放送設備 ア マ チ ュ

ア 

１，５０

０

３，００

０

ア マ チ ュ

ア以外 

６，００

０

１２，０

００

（略）  
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３ （略） ３ （略） 

別表第６（第６条、第１２条関係） 別表第６（第６条、第１２条関係） 

西条市小松体育館使用料 西条市小松体育館使用料 

１ 第５条第１項の場合 １ 第５条第１項の場合 

（単位：円） 

区分 使用料 備考 

(略)    

小競技場 １時間につき ２００  
 

（単位：円） 

区分 使用料 備考 

（略）    

小競技場 １時間につき １５０  
 

備考 （略） 備考 （略） 

２、３ （略） ２、３ （略） 

（西条市野球場設置及び管理条例の一部改正） 

第５条 西条市野球場設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第１０１号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第６条、第１２条関係） 別表第１（第６条、第１２条関係） 

野球場使用料 野球場使用料 

使用区分 使用料 

入場料を

徴収する

場合 

（略）  

小学生・中

学生・高校

生 

１時間に

つき 

１，０２

０円

入場料を

徴収しな

い場合 

職業 １時間に

つき 

２，３５

０円

一般・学生 １時間に

つき 

９００円

小学生・中

学生・高校

生 

１時間に

つき 

３３０円

練習に使

用する場

合 

職業 １時間に

つき 

１，６８

０円

一般・学生 １時間に

つき 

３３０円

使用区分 使用料 

入場料を

徴収する

場合 

（略）  

小学生・中

学生・高校

生 

１時間に

つき 

９００円

  

入場料を

徴収しな

い場合 

職業 １時間に

つき 

１，５７

０円

一般・学生 １時間に

つき 

６００円

小学生・中

学生・高校

生 

１時間に

つき 

２２０円

練習に使

用する場

合 

職業 １時間に

つき 

１，１２

０円

一般・学生 １時間に

つき 

３００円
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 小学生・中

学生・高校

生 

１時間に

つき 

２２０円

ピッチング場のみ使

用の場合 

１面４時

間につき 

１５０円

 

 小学生・中

学生・高校

生 

１時間に

つき 

１５０円

ピッチング場のみ使

用の場合 

１面４時

間につき 

１００円

 

備考 （略） 備考 （略） 

別表第２（第６条、第１２条関係） 別表第２（第６条、第１２条関係） 

設備使用料 設備使用料 

使用区分 使用料 

照明施設 １時間につき ４，５００

円

拡声装置 １時間につき ４５０円

スコアボー

ド 

１試合につき ９００円

（略）  
 

使用区分 使用料 

照明施設 １時間につき ３，０００

円

拡声装置 １時間につき ３００円

スコアボー

ド 

１試合につき ６００円

（略）  
 

備考 （略） 備考 （略） 

（西条市陸上競技場設置及び管理条例の一部改正） 

第６条 西条市陸上競技場設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第１０２号）の

一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

別表第２（第６条、第１２条関係（第５

条第１項ただし書の場合）） 

別表第２（第６条、第１２条関係（第５

条第１項ただし書の場合）） 

使用区分 単位 使用料 

トラッ

ク 

一 般

及 び

学 生

普通 １人１回 ２２０円 

回 数

券 

１１枚綴 ２，２００円 

高 校

生 以

下 

普通 １人１回 １００円 

回 数

券 

１１枚綴 １，０００円 

 

使用区分 単位 使用料 

トラッ

ク 

一 般

及 び

学生 

普通 １人１回 １５０円

回 数

券 

１１枚綴 １，５００円

高 校

生 以

下 

普通 １人１回 ７０円 

回 数

券 

１１枚綴 ７００円 

 

備考 （略） 備考 （略） 

別表第３（設備・備品使用の場合）（第 別表第３（設備・備品使用の場合）（第
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６条、第１２条関係） ６条、第１２条関係） 

使用区分 単位 使用料 

（略）   

放送設備 １式１日につき ２，２５０

円 

（略）   
 

使用区分 単位 使用料 

（略）  

放送設備 １式１日につき １，５００

円

（略）  
 

別表第５（冷房・暖房設備使用の場合）

（第６条、第１２条関係） 

別表第５（冷房・暖房設備使用の場合）

（第６条、第１２条関係） 

使用区分 単位 使用料 

本部室 

会議室１ 

会議室２ 

冷・暖房 １ 室 １ 時 間

につき 

５０円

 

使用区分 単位 使用料 

本部室 

会議室１ 

会議室２ 

冷・暖房 １室１時間

につき 

４０円

 

（西条市テニスコート設置及び管理条例の一部改正） 

第７条 西条市テニスコート設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第１０５号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第６条、第１２条関係） 別表（第６条、第１２条関係） 

テニスコート使用料 テニスコート使用料 

名称 使用区分 使用料 

西 条 市 西

条 市 民 公

園 テ ニ ス

コート 

西 条 市 西

条 西 部 公

園 テ ニ ス

コート 

テ ニ

ス コ

ート 

１ 面

 １

時 間

一 般 ・ 学

生 

３２０

円

小 学 生 以

下 ・ 中 学

生 ・ 高 校

生 

１６０

円

夜 間

照 明

施 設

１面 １時間 ３８０

円

西 条 市 東

予 運 動 公

園 テ ニ ス

コート 

テ ニ

ス コ

ート 

１ 面

 １

時 間

一 般 ・ 学

生 

３２０

円

小 学 生 以

下 ・ 中 学

１６０

円

名称 使用区分 使用料 

西 条 市 西

条 市 民 公

園 テ ニ ス

コート 

西 条 市 西

条 西 部 公

園 テ ニ ス

コート 

テ ニ

ス コ

ート 

１ 面

 １

時 間

一 般 ・ 学

生 

３００

円

小 学 生 以

下 ・ 中 学

生 ・ 高 校

生 

１５０

円

夜 間

照 明

施 設

１面 １時間 ３００

円

西 条 市 東

予 運 動 公

園 テ ニ ス

コート 

テ ニ

ス コ

ート 

１ 面

 １

時 間

一 般 ・ 学

生 

３００

円

小 学 生 以

下 ・ 中 学

１５０

円
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   生 ・ 高 校

生 

 

（略）  

夜 間

照 明

施 設

１面 １時間 ３８０

円

西 条 市 丹

原 総 合 公

テ ニ

ス コ

１ 面

 １

一 般 ・ 学

生 

３２０

円

園 テ ニ ス

コート 

西 条 市 小

松 中 央 公

園 テ ニ ス

コート 

ー ト時 間

小 学 生 以

下 ・ 中 学

生 ・ 高 校

生 

１６０

円

夜 間

照 明

施 設

１面 １時間 ３８０

円

（略）   
 

   生 ・ 高 校

生 

（略）  

夜 間

照 明

施 設

１面 １時間 ３００

円

西 条 市 丹

原 総 合 公

テ ニ

ス コ

１ 面

 １

一 般 ・ 学

生 

３００

円

園 テ ニ ス

コート 

西 条 市 小

松 中 央 公

園 テ ニ ス

コート 

ート 時 間

小 学 生 以

下 ・ 中 学

生 ・ 高 校

生 

１５０

円

夜 間

照 明

施 設

１面 １時間 ３００

円

（略）   
 

備考 （略） 備考 （略） 

（西条市有料公園施設設置及び管理条例の一部改正） 

第８条 西条市有料公園施設設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第１０６号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

公園

名 

有料公

園施設

の名称 

使用料 

西 条

市 西

条 市

民 公

園 

多目的

広場 

(略)   

夜間照

明施設

１時間 

半面 ７８０

円

全面 １，５

７０円

（略）  

公園

名 

有料公

園施設

の名称 

使用料 

西 条

市 西

条 市

民 公

園 

多目的

広場 

(略)   

夜間照

明施設

１時間 

半面 ５２０

円

全面 １，０

５０円

（略）  
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(略)     

西 条

市 神

戸 公

園 

夜間照

明施設

（多目

的広場

） 

１時間 ７８０

円

西 条

市 石

井 記

夜間照

明施設

（多目 

１時間 ７８０

円

念 公

園 

的広場

） 

 

西 条

市 東

予 運

動 公

園 

多目的

広場 

１時間 半

面 

一 般 ・ 学

生 

４１０

円

小 学 生 以

下 ・ 中 学

生 ・ 高 校

生 

１９０

円

全

面 

一 般 ・ 学

生 

８２０

円

小 学 生 以

下 ・ 中 学

生 ・ 高 校

生 

３９０

円

球技場 １時間 一 般 ・ 学

生 

１，６

５０円

小 学 生 以

下 ・ 中 学

生 ・ 高 校

生 

８２０

円

（略）  

海浜広

場 

テント

サイト

１張り１日に

つき 

２２０

円

(略)   

（略）  

西 条多目的１時間 半 一 般 ・ 学 ３３０

(略)     

西 条

市 神

戸 公

園 

夜間照

明施設

（多目

的広場

） 

１時間 ５２０

円

西 条

市 石

井記 

夜間照

明施設

（多目 

１時間 ５２０

円

念 公

園 

的広場

） 

 

西 条

市 東

予 運

動 公

園 

多目的

広場 

１時間 半

面 

一 般 ・ 学

生 

２８０

円

小 学 生 以

下 ・ 中 学

生 ・ 高 校

生 

１３０

円

全

面 

一 般 ・ 学

生 

５５０

円

小 学 生 以

下 ・ 中 学

生 ・ 高 校

生 

２６０

円

球技場 １時間 一 般 ・ 学

生 

１，１

００円

小 学 生 以

下 ・ 中 学

生 ・ 高 校

生 

５５０

円

（略）  

海浜広

場 

テント

サイト

１張り１日に

つき 

１５０

円

(略）   

（略）  

西 条多目的１時間半 一 般 ・ 学 ２８０
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市 丹

原 総

合 公

園 

広場  面 生 円

小 学 生 以

下 ・ 中 学

生 ・ 高 校

生 

１５０

円

全

面 

一 般 ・ 学

生 

６６０

円

小 学 生 以

下 ・ 中 学

生 ・ 高 校

生 

３１０

円

夜間照

明施設

１時間 

半面 ７８０

円

全面 １，５

    ７０円

（略）  

西 条

市 小

松 中

央 公

園 

多目的

広場 

(略)   

夜間照

明施設 

１時間 

半面 ７８０

円

全面 １，５

７０円

（略）  

西 条

市 石

根 ふ

れ あ

い 公

園 

夜間照

明施設

（多目

的広場

） 

１時間 ７８０

円

 

市 丹

原 総

合 公

園 

広場  面 生 円

小 学 生 以

下 ・ 中 学

生 ・ 高 校

生 

１３０

円

全

面 

一 般 ・ 学

生 

５５０

円

小 学 生 以

下 ・ 中 学

生 ・ 高 校

生 

２６０

円

夜間照

明施設

１時間 

半面 ５２０

円

全面 １，０

    ５０円

（略）  

西 条

市 小

松 中

央 公

園 

多目的

広場 

(略)   

夜間照

明施設 

１時間 

半面 ５２０

円

全面 １，０

５０円

（略）  

西 条

市 石

根 ふ

れ あ

い 公

園 

夜間照

明施設

（多目

的広場

） 

１時間 ５２０

円

 

備考 （略） 備考 （略） 

（西条市屋内運動場設置及び管理条例の一部改正） 

第９条 西条市屋内運動場設置及び管理条例（平成２０年西条市条例第１６号）の一

部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 
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改正後 改正前 

別表第１（第６条、第１２条関係） 別表第１（第６条、第１２条関係） 

１ 主競技場 １ 主競技場 

(1) 市内の利用者 (1) 市内の利用者 

ア （略） ア （略） 

イ 部分使用の場合 イ 部分使用の場合 

使用区分 単位 

使用料（円） 

A 面又

は B 面 

C 面又

は D 面

E 面又

は F 面

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ 

入 場

料 を

徴 収

し な

い と

一 般

・ 学

生 

１ 時

間 に

つ き

１，

５０

０ 

１，

２０

０

４５

０

半 日

に つ

５，

２５ 

４，

２０

１，

５７

 き  き ０ ０ ０

１ 日

に つ

き 

９，

００

０ 

７，

２０

０

２，

７０

０

高 校

生 以

下 

１ 時

間 に

つ き

７５

０ 

６０

０

２２

０

半 日

に つ

き 

２，

６２

０ 

２，

１０

０

７８

０

１ 日

に つ

き 

４，

５０

０ 

３，

６０

０

１，

３５

０

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ 以

外 の

も の

入 場 料 を

徴 収 し な

いとき 

１ 時

間 に

つ き

３，

００

０ 

２，

４０

０

９０

０

半 日

に つ

き 

１０

，５

００ 

８，

４０

０

３，

１５

０

１ 日 １８ １４ ５，

使用区分 単位 

使用料（円） 

A 面又

は B 面

C 面又

は D 面 

E 面又

は F 面

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ 

入 場

料 を

徴 収

し な

い と

一 般

・ 学

生 

１ 時

間 に

つ き

１，

５０

０

１，

２０

０ 

３０

０

半 日

に つ

５，

２５

４，

２０ 

１，

０５

 き  き ０ ０ ０

１ 日

に つ

き 

９，

００

０

７，

２０

０ 

１，

８０

０

高 校

生 以

下 

１ 時

間 に

つき 

７５

０

６０

０ 

１５

０

半 日

に つ

き 

２，

６２

０

２，

１０

０ 

５２

０

１ 日

に つ

き 

４，

５０

０

３，

６０

０ 

９０

０ 

 

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ 以

外 の

もの 

入 場 料 を

徴 収 し な

いとき 

１ 時

間 に

つき 

３，

００

０

２，

４０

０ 

６０

０

半 日

に つ

き 

１０

，５

００

８，

４０

０ 

２，

１０

０

１ 日 １８ １４ ３，
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  に つ

き 

，０

００ 

，４

００

４０

０
 

  に つ

き 

，０

００

，４

００ 

６０

０
 

(2) 市外の利用者 (2) 市外の利用者 

ア （略） ア （略） 

イ 部分使用の場合 イ 部分使用の場合 

使用区分 単位 

使用料（円） 

A 面又

は B 面 

C 面又

は D 面

E 面又

は F 面

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ 

入 場

料 を

徴 収

し な

い と

き 

一 般

・ 学

生 

１ 時

間 に

つき 

２，

２５

０ 

１，

８０

０

６７

０

半 日

に つ

き 

７，

８７

０ 

６，

３０

０

２，

３５

０

１日 １３ １０ ４，

   に つ

き 

，５

００ 

，８

００

０５

０

高 校

生 以

下 

１ 時

間 に

つき 

１，

１２

０ 

９０

０

３３

０

半 日

に つ

き 

３，

９３

０ 

３，

１５

０

１，

１７

０

１ 日

に つ

き 

６，

７５

０ 

５，

４０

０

２，

０２

０

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ 以

外 の

もの 

入 場 料 を

徴 収 し な

いとき 

１ 時

間 に

つき 

４，

５０

０ 

３，

６０

０

１，

３５

０

半 日

に つ

き 

１５

，７

５０ 

１２

，６

００

４，

７２

０

１ 日

に つ

き 

２７

，０

００ 

２１

，６

００

８，

１０

０
 

使用区分 単位 

使用料（円） 

A 面又

は B 面

C 面又

は D 面

E 面又

は F 面

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ 

入 場

料 を

徴 収

し な

い と

き 

一 般

・ 学

生 

１ 時

間 に

つき 

２，

２５

０

１，

８０

０

４５

０

半 日

に つ

き 

７，

８７

０

６，

３０

０

１，

５７

０

１日 １３ １０ ２，

   に つ

き 

，５

００

，８

００

７０

０

高 校

生 以

下 

１ 時

間 に

つき 

１，

１２

０

９０

０

２２

０

半 日

に つ

き 

３，

９３

０

３，

１５

０

７８

０ 

 

１ 日

に つ

き 

６，

７５

０

５，

４０

０

１，

３５

０

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ 以

外 の

もの 

入 場 料 を

徴 収 し な

いとき 

１ 時

間 に

つき 

４，

５０

０

３，

６０

０

９０

０ 

 

半 日

に つ

き 

１５

，７

５０

１２

，６

００

３，

１５

０

１ 日

に つ

き 

２７

，０

００

２１

，６

００

５，

４０

０
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(3) 合宿を目的とする利用者で市内

に宿泊するもの 

(3) 合宿を目的とする利用者で市内

に宿泊するもの 

ア （略） ア （略） 

イ 部分使用の場合 イ 部分使用の場合 

使用区分 単位 

使用料（円） 

A 面又

は B 面

C 面又

は D 面

E 面又

は F 面

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ 

一般・学

生 

１時

間に

つき 

１，８

００

１，４

４０

５４０

半日

につ

き 

６，３

００

５，０

４０

１，８

９０

１日

につ

１０，

８００

８，６

４０

３，２

４０

  き    

高校生以

下 

１時

間に

つき 

９００７２０２７０

半日

につ

き 

３，１

５０

２，５

２０

９４０

１日

につ

き 

５，４

００

４，３

２０

１，６

２０

アマチュアス

ポーツ以外の

もの 

１時

間に

つき 

３，６

００

２，８

８０

１，０

８０

半日

につ

き 

１２，

６００

１０，

０８０

３，７

８０

１日

につ

き 

２１，

６００

１７，

２８０

６，４

８０

 

使用区分 単位 

使用料（円） 

A 面又

は B 面 

C 面又

は D 面

E 面又

は F 面

アマ

チュ

アス

ポー

ツ 

一般・学

生 

１時

間に

つき 

１，８

００ 

１，４

４０

３６０

半日

につ

き 

６，３

００ 

５，０

４０

１，２

６０

１日

につ

１０，

８００ 

８，６

４０

２，１

６０

  き    

高校生以

下 

１時

間に

つき 

９００ ７２０１８０

半日

につ

き 

３，１

５０ 

２，５

２０

６３０

１日

につ

き 

５，４

００ 

４，３

２０

１，０

８０

アマチュアス

ポーツ以外の

もの 

１時

間に

つき 

３，６

００ 

２，８

８０

７２０

  

半日

につ

き 

１２，

６００ 

１０，

０８０

２，５

２０

１日

につ

き 

２１，

６００ 

１７，

２８０

４，３

２０

 

(4) 合宿を目的とする利用者で市外 (4) 合宿を目的とする利用者で市外
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に宿泊するもの に宿泊するもの 

ア （略） ア （略） 

イ 部分使用の場合 イ 部分使用の場合 

使用区分 単位 

使用料（円） 

A 面又

は B 面

C 面又

は D 面

E 面又

は F 面

アマ

チュ

アス

ポー

ツ 

一般・学

生 

１ 時

間 に

つき 

６，０

００

４，８

００

１，８

００

半 日

に つ

き 

２１，

０００

１６，

８００

６，３

００

１ 日

に つ

き 

３６，

０００

２８，

８００

１０，

８００

 高校生以

下 

１ 時

間 に

つき 

３，０

００

２，４

００

９００

半 日

に つ

き 

１０，

５００

８，４

００

３，１

５０

１ 日

に つ

き 

１８，

０００

１４，

４００

５，４

００

アマチュアス

ポーツ以外の

もの 

１ 時

間 に

つき 

１２，

０００

９，６

００

３，６

００

半 日

に つ

き 

４２，

０００

３３，

６００

１２，

６００

１ 日

に つ

き 

７２，

０００

５７，

６００

２１，

６００

 

使用区分 単位 

使用料（円） 

A 面又

は B 面

C 面又

は D 面 

E 面又

は F 面

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ 

一般・学

生 

１ 時

間 に

つき 

６，０

００

４，８

００ 

１，２

００

半 日

に つ

き 

２１，

０００

１６，

８００ 

４，２

００

１ 日

に つ

き 

３６，

０００

２８，

８００ 

７，２

００ 

 高校生以

下 

１ 時

間 に

つき 

３，０

００

２，４

００ 

６００

半 日

に つ

き 

１０，

５００

８，４

００ 

２，１

００

１ 日

に つ

き 

１８，

０００

１４，

４００ 

３，６

００

アマチュアス

ポーツ以外の

もの 

１ 時

間 に

つき 

１２，

０００

９，６

００ 

２，４

００

半 日

に つ

き 

４２，

０００

３３，

６００ 

８，４

００ 

１ 日

に つ

き 

７２，

０００

５７，

６００ 

１４，

４００

 

２ 照明施設 ２ 照明施設 

（単位：円） （単位：円） 
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単位 全 面 使

用 の 場

合 の 使

用料 

部分使用の場合の使用

料 

A 面又

は B 面 

C 面又

は D 面 

E 面又

は F 面 

１ 時 間

につき 

３，３

２０ 

８３０ ６６０ １６０ 

 

単位 全 面 使

用 の 場

合 の 使

用料 

部分使用の場合の使用

料 

A 面又

は B 面 

C 面又

は D 面 

E 面又

は F 面 

１ 時 間

につき 

３，０

００

７５０ ６００ １５０

 

３ （略） ３ （略） 

備考 （略） 備考 （略） 

別表第２（第６条、第１２条関係） 別表第２（第６条、第１２条関係） 

トレーニング室 トレーニング室 

単位 使用料（円） 

１人１回につき ２２０

回数券１１枚 ２，２００
 

単位 使用料（円） 

１人１回につき １５０

回数券１１枚 １，５００
 

別表第３（第６条、第１２条関係） 別表第３（第６条、第１２条関係） 

設備、備品 設備、備品 

区分 単位 使用料（円

） 

放送施設 一式１回につき ２，２５０ 

（略）   
 

区分 単位 使用料（円

） 

放送施設 一式１回につき １，５００

（略）  
 

（西条市スポーツコミュニティセンター設置及び管理条例の一部改正） 

第１０条 西条市スポーツコミュニティセンター設置及び管理条例（平成２２年西条

市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第６条、第１３条関係） 別表（第６条、第１３条関係） 

１ 会議室使用料 １ 会議室使用料 

単位 使用料 

会議室 多目的室１

又は２ 

１時間につき ５２０円 ２２０円
 

単位 使用料 

会議室 多目的室１

又は２ 

１時間につき ５２０円 １５０円
 

備考 （略） 備考 （略） 

２ 備品等使用料 ２ 備品等使用料 
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備品名 単位 使用料 

（略）  

マイク １本１回につき ５５０円

（略）  
 

備品名 単位 使用料 

（略）  

マイク １本１回につき ４５０円

（略）  
 

（西条市スポーツクライミング施設設置及び管理条例の一部改正） 

第１１条 西条市スポーツクライミング施設設置及び管理条例（平成２７年西条市条

例第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第６条、第１３条関係） 別表（第６条、第１３条関係） 

１～３ （略） １～３ （略） 

４ 備品等使用料 ４ 備品等使用料 

使用区分 単位 使用料 

クライミングシュ一足１回に ３００円

ーズ つき 

（略）  

ハーネス １回につき ３００円

ビレイディバイス １回につき １５０円

ロープ １回につき ４５０円
 

使用区分 単位 使用料 

クライミングシュ一足１回に ２００円

ーズ つき 

（略）  

ハーネス １回につき ２００円

ビレイディバイス １回につき １００円

ロープ １回につき ３００円
   

（西条市立学校体育施設照明設備使用料条例の一部改正） 

第１２条 西条市立学校体育施設照明設備使用料条例（令和元年西条市条例第１９号

）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

区分 単位 使用料 

運動場の照明設備 １回 １，０２０円

（略）  
 

区分 単位 使用料 

運動場の照明設備 １回 １，０００円

（略）  
 

備考 （略） 備考 （略） 

（西条市やすらぎ苑設置及び管理条例の一部改正） 

第１３条 西条市やすらぎ苑設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第１４９号）
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の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

やすらぎ苑使用料 やすらぎ苑使用料 

区分 単位 使用料 備考 

  

  

市 内

住 民

左 記

以 外

の 者

死

体 

１２

歳以

上 

１ 体 に

つき 

７，

５０

０円

３０

，０

００

円

 

 １２

歳未

満 

１ 体 に

つき 

３，

７５

０円

１５

，０

００

円

 

死産児 １ 胎 に

つき 

１，

５０

０円

６，

００

０円

 

産 汚 物

等 

１ ０ k g

に つ き

（１０k

g 未 満

は１０k

g と す

る） 

３，

００

０円

１２

，０

００

円

超過料金と

して１kg に

つき市内住

民は３００

円それ以外

は１，２０

０円 

告別室 ２ 時 間

まで 

３，

００

０円

１２

，０

００

円

超過料金と

して１時間

につき市内

住民は１，

５００円そ

区分 単位 使用料 備考 

死 亡

者 が

市 内

住 民

左 記

以 外

の 者 

死

体 

１２

歳以

上 

１ 体 に

つき 

無料 ２０

，０

００

円 

 

 １２

歳未

満 

１ 体 に

つき 

無料 １０

，０

００

円 

 

死産児 １ 胎 に

つき 

無料 ４，

００

０円 

 

産 汚 物

等 

１ ０ k g

に つ き

（１０k

g 未 満

は１０k

g と す

る） 

２，

００

０円

８，

００

０円

  

超過料金と

して１kg に

つき市内 

 は２００

円それ以外

は８００円

   

告別室 ２ 時 間

まで 

２，

００

０円

８，

００

０円

  

超過料金と

して１時間

につき市内

住民は１，

０００円そ
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  れ以外は６

，０００円 

安 置 室

（ 冷 凍

庫 使 用

の 場 合

） 

２ ４ 時

間まで 

７，

５０

０円

３０

，０

００

円

超過料金と

して１時間

につき市内

住民は３０

０円それ以

外は１，２

００円 

待合室 １ 室 １

回 に つ

き 

２，

５０

０円

１０

，０

００

円

 

再火葬 １ 炉 １

回 に つ

き 

２，

５０

０円

１０

，０

００

円

 

 

   れ以外は４

，０００円 

安 置 室

（ 冷 凍

庫 使 用

の 場 合

） 

２ ４ 時

間まで 

５，

００

０円

２０

，０

００

円 

超過料金と

して１時間

につき市内

住民は２０

０円それ以

外は８００

円   

待 合 ホ

ー ル 及

び 和 室

 無料 無料  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

備考 備考 

１ 告別室又は安置室の使用におい

て、火葬の順番を待つため一時使

用する場合は、無料とする。 

１ 告別室・安置室 の使用におい

て、火葬の順番を待つため一時使

用する場合は、無料とする。 

２ 市内住民とは、死体火葬及びそ

れに伴う告別室、安置室又は待合

室の使用にあっては死亡時に市の

住民基本台帳に記録されていた者

を、死産児にあっては分娩した者

で分娩時に市の住民基本台帳に記

録されているものを、産汚物等に

あっては申請する医療機関で所在

地が市内にあるものを、再火葬及

びそれに伴う待合室の使用又は火

葬を伴わない施設の使用にあって

は申請者で市の住民基本台帳に記

録されているものをいう。 

２ 市内住民とは、       

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

     市の住民基本台帳に記

録されている者を いう。 
  

（西条市ひと・夢・未来創造拠点複合施設設置及び管理条例の一部改正） 
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第１４条 西条市ひと・夢・未来創造拠点複合施設設置及び管理条例（令和３年西条

市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第８条、第１６条関係） 別表（第８条、第１６条関係） 

(1) イベントルーム等使用料 (1) イベントルーム等使用料 

区分 単位 使用料 

イベントルーム １ 時 間

につき 

９００円 

（略）   

会議室１ １ 時 間

につき 

６６０円 

（略）   

研修室 １ 時 間

につき 

１，３５０

円 

多目的室 １ 時 間

につき 

１，５００

円 

（略）    
 

区分 単位 使用料 

イベントルーム １ 時 間

につき 

８００円

（略）  

会議室１ １ 時 間

につき 

５００円

（略）  

研修室 １ 時 間

につき 

１，０００

円

多目的室 １ 時 間

につき 

１，０００

円

（略）   
 

備考 （略） 備考 （略） 

(2) 設備、備品等使用料 (2) 設備、備品等使用料 

区分 単位 使用料 

プラネタリウム投

影設備（天体望遠

鏡を含む。） 

一 式 １

回 に つ

き 

４，５００

円

（略）  
 

区分 単位 使用料 

プラネタリウム投

影設備（天体望遠

鏡を含む。） 

一 式 １

回 に つ

き 

３，０００

円

（略）  
   

（西条市農村環境改善センター設置及び管理条例の一部改正） 

第１５条 西条市農村環境改善センター設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第

１５９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第５条関係） 別表（第５条関係） 
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丹原農村環境改善センター施設使用

料 

丹原農村環境改善センター施設使用

料 

区分 使用単位 使用料 

（略）  

加工室 （略）  

動力ミンチ １回につき ７０円

（略）  
 

区分 使用単位 使用料 

（略）  

加工室 （略）  

動力ミンチ １回につき ５０円

（略）  
 

（西条市港湾施設設置及び管理条例の一部改正） 

第１６条 西条市港湾施設設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第１９７号）の

一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

（使用料） （使用料） 

第１１条 施設の使用料は、次のとおり

とする。 

第１１条 施設の使用料は、次のとお

りとする。 

施設名 単位 使用料 

野積場 １日１平方メートルに ３．７円 

 つき  
 

施設名 単位 使用料 

野積場 １日１平方メートルに ２．７円

 つき 
 

２、３ （略） ２、３ （略） 

（西条市文化会館設置及び管理条例の一部改正） 

第１７条 西条市文化会館設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第１５４号）の

一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第７条、第１４条関係） 別表第１（第７条、第１４条関係） 

西条市総合文化会館基本使用料 西条市総合文化会館基本使用料 

１ ホール等 

 使

用

時

間

９ 時

～ １

２ 時

１ ３

時 ～

１ ７

時 

１ ８

時 ～

２ ２

時 

９ 時

～ １

７時 

１ ３

時 ～

２ ２

時 

９ 時

～ ２

２ 時 

１ ホール等 

 使

用

時

間

９ 時

～ １

２ 時

１ ３

時 ～

１ ７

時 

１ ８

時 ～

２ ２

時 

９ 時

～ １

７時 

１ ３

時 ～

２ ２

時 

９ 時

～ ２

２ 時
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施

設

の

名

称 

       

大ホー

ル 

２４

，１

８０

円

３２

，８

２０

円

３８

，０

００

円 

４８

，３

７０

円 

７０

，８

２０

円

８６

，３

７０

円 

大ホー

ル（１

階のみ

） 

１９

，０

００

円

２５

，９

００

円

３１

，０

９０

円 

３８

，０

００

円 

５７

，０

００

円

６９

，０

９０

円 

（略）    

楽屋４

（小） 

６１

０円

８１

０円

１，

０２

０円 

１，

２１

０円 

１，

８３

０円

２，

２３

０円 

楽屋事

務室 

６１

０円

８１

０円

１，

０２

０円 

１，

２１

０円 

１，

８３

０円

２，

２３

０円 
 

施

設

の

名

称 

       

大ホー

ル 

２１

，０

００

円

２８

，５

００

円 

３３

，０

００

円

４２

，０

００

円

６１

，５

００

円 

７５

，０

００

円

大ホー

ル（１

階のみ

） 

１６

，５

００

円

２２

，５

００

円 

２７

，０

００

円

３３

，０

００

円

４９

，５

００

円 

６０

，０

００

円

（略）   

楽屋４

（小） 

４１

０円

５４

０円 

６８

０円

  

８１

０円

  

１，

２２

０円 

１，

４９

０円

楽屋事

務室 

４１

０円

５４

０円 

６８

０円

  

８１

０円

  

１，

２２

０円 

１，

４９

０円
 

２ その他施設 

施設の名称＼ 

使用時間 
９時～２２時 

（略）  

研修室１ 同 ４６０円

研修室２ 同 ７００円

視聴覚室 同 ４６０円

（略）  

リハーサル室 同 １，８３０円

練習室１（大） 同 ３００円

練習室２（小） 同 ２１０円

練習室３（大） 同 ４００円

会議室 同 ８１０円

（略）  

備考 （略） 

２ その他施設 

施設の名称＼ 

使用時間 
９時～２２時 

（略）  

研修室  同 ３１０円

  

視聴覚室 同 ３１０円

（略）  

リハーサル室 同 １，２２０円

練習室１（大） 同 ２７０円

練習室２（小） 同 １４０円

練習室３（大） 同 ２７０円

会議室 同 ５４０円

（略）  

備考 （略） 
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３ 設備、備品等使用料 

舞台設備 単位 使用料 摘要 

音響反射板 １ 式 １ 回

につき 

６，２８０円(略) 

音響反射板 １ 式 １ 回

につき 

３，１５０円(略) 

所作台 １ 式 １ 回

につき 

８，０００円 

花道所作台 １ 式 １ 回

につき 

１，５７０円 

（略）   

平台 １ 台 １ 回

につき 

３１０円 

（略）   

金屏風 １ 双 １ 回

につき 

２，５５０円 

（略）   

めくり台 １ 台 １ 回

につき 

１６０円 

（略）   

仮設鳥屋囲 １ 式 １ 回 ７００円 

 につき  

吊りバトン １ 本 １ 回

につき 

４６０円 

箱馬・開き

足 

（略）  

国旗・市旗

パネル 

１ 枚 １ 回

につき 

３１０円 

 

３ 設備、備品等使用料 

舞台設備 単位 使用料 摘要 

音響反射板 １式１回

につき 

４，１９０円(略) 

音響反射板 １式１回

につき 

２，１００円(略) 

所作台 １式１回

につき 

７，８００円 

花道所作台 １式１回

につき 

１，０５０円 

（略）   

平台 １台１回

につき 

２１０円 

（略）   

金屏風 １双１回

につき 

１，９５０円 

（略）   

めくり台 １台１回

につき 

１１０円 

（略）   

仮設鳥屋囲１式１回 ５２０円 

 につき  

吊りバトン １本１回

につき 

３１０円 

箱馬・開き

足 

（略）   

 

 

   

 

  

大ホール照

明設備 
単位 使用料 摘要 

（略）   

ボーダーラ

イト 

１ 列 １ 回

につき 

１，０００円 

（略）   

大ホール照

明設備 
単位 使用料 摘要 

（略）   

ボーダーラ

イト 

１列１回

につき 

８４０円   

（略）   
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天井反射板

ライト 

１ 式 １ 回

につき 

３，１５０円 

フロントサ

イドスポッ

トライト 

１ 列 １ 回

につき 

７８０円 

シーリング

スポットラ

イト 

１ 列 １ 回

につき 

３，１５０円 

トーメンタ

ルスポット

ライト 

１ 列 １ 回

につき 

９４０円 

（略）   
 

天井反射板

ライト 

１式１回

につき 

２，１００円 

フロントサ

イドスポッ

トライト 

１列１回

につき 

５２０円 

シーリング

スポットラ

イト 

１列１回

につき 

２，１００円 

トーメンタ

ルスポット

ライト 

１列１回

につき 

６３０円 

（略）   
 

  

小ホール照

明設備 
単位 使用料 摘要 

（略）   

ボーダーラ

イト 

１列１回

につき 

９４０円 

（略）   

アッパーホ

リゾントラ

イト 

１列１回

につき 

１，０９０円 

ロアーホリ

ゾントライ

ト 

１列１回

につき 

８３０円 

フロントサ １列１回 ９４０円 

イドスポッ

トライト 

につき  

シーリング

スポットラ

イト 

１列１回

につき 

１，５７０円 

（略）   
 

小ホール照

明設備 
単位 使用料 摘要 

（略）   

ボーダーラ

イト 

１列１回

につき 

６３０円 

（略）   

アッパーホ

リゾントラ

イト 

１列１回

につき 

７３０円   

ロアーホリ

ゾントライ

ト 

１列１回

につき 

７３０円 

フロントサ １列１回 ６３０円 

イドスポッ

トライト 

につき  

シーリング

スポットラ

イト 

１列１回

につき 

１，０５０円 

（略）   
 

  

大・小ホー

ル照明設備 
単位 使用料 摘要 

大・小ホー

ル照明設備 
単位 使用料 摘要 
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（略）   

特殊効果器

具 

１台１回

につき 

１，５７０円 

ライトスタ

ンド 

１本１回

につき 

１６０円 

コンセント

使用料 

機器１台

につき 

３１０円 

 

 

  

 

（略）   

特殊効果器

具 

１台１回

につき 

１，０５０円 

ライトスタ

ンド 

１本１回

につき 

１１０円 

持込電気機

器 

１kw１回

につき 

２１０円 

カラーフィ

ルター 

１枚１回

につき 

実費 

 

  

音響設備 単位 使用料 摘要 

（略）   

３点吊り装

置 

１式１回

につき 

（略）  

（略）   

カセットデ

ッキ 

１台１回

につき 

７８０円 

ＣＤプレー

ヤー 

１台１回

につき 

６６０円 

 

 

 

 

  

 

 

  

（略）   

コンセント

使用料 

機器１台

につき 

３１０円 

 

音響設備 単位 使用料 摘要 

（略）   

３点吊りマ

イク 

１本１回

につき 

（略）  

（略）   

カセットデ

ッキ 

１台１回

につき 

５２０円 

ＣＤプレー

ヤー 

１台１回

につき 

５２０円 

デジタルオ

ーディオテ

ープレコー

ダー 

１台１回

につき 

５２０円 

ＭＤデッキ １台１回

につき 

５２０円 

（略）   

持込電気機

器 

１ｋＷ１

回につき 

２１０円 

 

  

その他 単位 使用料 摘要 

 

 

  

 

 

  

   

その他 単位 使用料 摘要 

研修室ＡＶ

設備 

１式１回

につき 

１，０５０円  

視聴覚室Ａ

Ｖ設備 

１式１回

につき 

１，０５０円  

リハーサル１式１回 ２，１００円  
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ピアノ（ス

タインウェ

イ） 

１台１回

につき 

１０，４３０

円

(略) 

（略）   

 

 

  

 

 

 

  

（略）   

 

 

  

長机 １脚１回 ３１０円 

 につき  

展示パネル １台１回

につき 

３１０円 

コンセント

使用料 

機器１台

につき  

（略）  

備考 （略） 

室音響設備 につき   

特別会議室

ＡＶ設備 

１式１回

につき 

２，６２０円  

特別会議室

同時通訳シ

ステム 

１式１回

につき 

１０，４８０

円 

 

１６ミリ映

写機（設備

１式含む。

） 

１式１回

につき 

３，１４０円 小ホ

ール 

３５・１６

ミリ兼用映

写機（設備

１式含む。

） 

１式１回

につき 

４，７１０円 大ホ

ール 

ピアノ（ス

タインウェ

イ） 

１台１回

につき 

８，０００円

  

(略) 

（略）    

液晶ビデオ

プロジェク

１式１回

につき 

３，１００円 スク

リー 

ター   ン等

含む

。 

（略）    

スライド映

写機 

１台１回

につき 

５２０円  

長机 １脚１回 ２１０円  

 につき   

展示パネル １台１回

につき 

２１０円  

持込電気機

器   

１ｋｗ１

回につき 

（略）  

備考 （略） 

別表第３（第７条、第１４条関係） 別表第３（第７条、第１４条関係） 
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西条市丹原文化会館基本使用料 西条市丹原文化会館基本使用料 

１ ホール等 １ ホール等 

使用

時間

 

施設 

の名 

称 

９ 時

～ １

２時 

１ ３

時 ～

１ ７

時 

１ ８

時 ～

２ ２

時 

９ 時

～ １

７時 

１ ３

時 ～

２ ２

時 

９ 時

～ ２

２時 

大ホール １９

，５

３０

円

２６

，６

３０

円

３１

，９

６０

円

３９

，０

７０

円

５８

，６

００

円

７１

，０

３０

円 

舞台のみ

（大ホー

ル） 

５，

８５

０円

７，

９８

０円

９，

５８

０円

１１

，７

２０

円

１７

，５

７０

円

２１

，３

００

円 

（略）  

楽屋１ ９２

０円

１，

４７

０円

１，

８３

０円

２，

２０

０円

３，

３１

０円

３，

６７

０円 

楽屋２ ９２ １， １， ２， ３， ３， 

 ０円 ４７

０円

８３

０円

２０

０円

３１

０円

６７

０円 

楽屋３ ９２

０円

１，

４７

０円

１，

８３

０円

２，

２０

０円

３，

３１

０円

３，

６７

０円 

楽屋４ ９２ １， １， ２， ３， ３， 

 ０円 ４７ ８３ ２０ ３１ ６７ 

 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円 
 

使用

時間

 

施設 

の名 

称 

９ 時

～ １

２時 

１ ３

時 ～

１ ７

時 

１ ８

時 ～

２ ２

時 

９ 時

～ １

７時 

１ ３

時 ～

２ ２

時 

９ 時

～ ２

２時 

大ホール １６

，５

００

円

２２

，５

００

円

２７

，０

００

円

３３

，０

００

円

４９

，５

００

円

６０

，０

００

円

舞台のみ

（大ホー

ル） 

４，

９５

０円

６，

７５

０円

８，

１０

０円

９，

９０

０円

 

１４

，８

５０

円

１８

，０

００

円

（略） 

楽屋１ ６８

０円

１，

０８

０円

１，

３５

０円

１，

６２

０円

２，

４３

０円

２，

７０

０円

楽屋２ ６８ １， １， １， ２， ２，

 ０円 ０８

０円

３５

０円

６２

０円

４３

０円

７０

０円

楽屋３ ６８

０円

１，

０８

０円

１，

３５

０円

１，

６２

０円

２，

４３

０円

２，

７０

０円

楽屋４ ６８ １， １， １， ２， ２，

 ０円 ０８ ３５ ６２ ４３ ７０

 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円
 

２ その他施設 

施設の名称＼

使用時間 
９時～２２時 

練習室１ １時間につき ３００円

練習室２ 同 ３００円

会議室１ 同 ６３０円

２ その他施設 

施設の名称＼

使用時間 
９時～２２時 

練習室１ １時間につき ２１０円

練習室２ 同 ２１０円

会議室１ 同 ４２０円
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会議室２ 同 ４６０円

会議室３ 同 １５０円
 

会議室２ 同 ３１０円

会議室３ 同 １００円
 

備考 （略） 備考 （略） 

３ せせらぎ広場 

使用時間 使用区分 

９時～２２時 全面 ６，２８０円

半面 ３，１４０円

備考 （略） 

３ せせらぎ広場 

使用時間 使用区分 

９時～２２時 全面 ４，１９０円

半面 ２，０９０円

備考 （略） 

４ 設備、備品等使用料 

舞台設備 単位 使用料 摘要 

音響反射板 １式１回

につき 

６，２８０

円

(略) 

金屏風 １双１回

につき 

２，５５０

円

 

（略）   

紅白幕 １枚１回

につき 

１，５７０

円

 

浅黄幕 １枚１回

につき 

１，５７０

円

 

（略）   

平台 １台１回 ３１０円 

 につき  

（略）   

司会者台 １台１回

につき 

３１０円 

（略）   

ひな段用ケ

コミ  

１枚１回

につき 

１６０円 

めくり台 １台１回

につき 

１６０円 

国旗・市旗

パネル 

１枚１回

につき 

３１０円 

（略）   

姿見 １台１回

につき 

６３０円 

４ 設備、備品等使用料 

舞台設備 単位 使用料 摘要 

音響反射板 １ 式 １ 回

につき 

４，１９０

円

(略) 

金屏風 １ 双 １ 回

につき 

２，０００

円

 

（略）   

紅白幕 １ 枚 １ 回

につき 

１，０５０

円

 

浅黄幕 １ 枚 １ 回

につき 

１，０５０

円

 

（略）   

平台 １ 台 １ 回 ２１０円 

 につき  

（略）   

司会者台 １ 台 １ 回

につき 

２１０円 

（略）   

ひな段用布

ケコミ 

１ 枚 １ 回

につき 

１１０円  

めくり台 １ 台 １ 回

につき 

１１０円 

国旗・市旗

パネル 

１ 枚 １ 回

につき 

２１０円 

（略）   

姿見 １ 台 １ 回

につき 

４２０円 
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（略）   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

（略）   
 

（略）   

篠笛 １ 本 １ 回

につき 

５０円 

チャッパ １ 個 １ 回

につき 

５０円 

チャンチキ １ 個 １ 回

につき 

５０円 

（略）   
 

  

大ホール照

明設備 

単位 使用料 摘要 

（略）   

アッパーホ

リゾントラ

イト 

１列１回

につき 

１，１７０

円

 

（略）   

シーリング

スポットラ

イト 

１列１回

につき 

１，５７０

円

 

タワーライ

ト 

１列１回

につき 

７８０円 

天反ライト １式１回

につき 

３，１５０

円

 

センターピ

ンスポット

ライト 

（略）  

移動用スポ

ットライト 

１台１回

につき 

３１０円 

 

 

  

   

ライトスタ

ンド 

１本１回

につき 

１６０円 

 

 

  

 

大ホール照

明設備 

単位 使用料 摘要 

（略）   

アッパーホ

リゾントラ

イト 

１ 列 １ 回

につき 

１，０５０

円

 

（略）   

シーリング

スポットラ

イト 

１ 列 １ 回

につき 

１，０５０

円

 

タワーライ

ト 

１ 列 １ 回

につき 

５２０円 

天反ライト １ 式 １ 回

につき 

２，１００

円

 

センターピ

ンスポット

ライト 

（略）  

 

 

  

フォローピ

ンスポット

１ 台 １ 回

につき 

５２０円 

ライト   

ライトスタ

ンド 

１ 本 １ 回

につき 

１１０円 

カラーフィ

ルター 

１ 枚 に つ

き 

実費 
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小ホール照

明設備 

単位 使用料 摘要 

（略）   

アッパーホ

リゾントラ

イト 

１列１回

につき 

１，２５０

円

 

（略）   

 

 

 

  

 

 

  

 

小ホール照

明設備 

単位 使用料 摘要 

（略）   

アッパーホ

リゾントラ

イト 

１ 列 １ 回

につき 

１，０５０

円

 

（略）   

フォローピ

ンスポット

ライト 

１ 台 １ 回

につき 

５２０円 

カラーフィ

ルター 

１ 枚 に つ

き 

実費 

 

  

音響設備 単位 使用料 摘要 

（略）   

はね返りス

ピーカー 

１対１回

につき 

１，５７０

円

 

ステージス

ピーカー 

１対１回

につき 

１，５７０

円

 

（略）   

３点吊り装

置    

１式１回

につき 

（略）  

    

（略）   

ワイヤレス

マイク（ 

    タ

イピン型） 

１本１回

につき 

７３０円 

ワイヤレス１本１回 １，５７０ 

マイク（ボ

ーカル用） 

につき 円 

フロアマイ

クスタンド 

１本１回

につき 

２２０円 

卓上マイク１本１回 ２２０円 

音響設備 単位 使用料 摘要 

（略）   

はね返りス

ピーカー 

１ 対 １ 回

につき 

１，０５０

円

 

ステージス

ピーカー 

１ 対 １ 回

につき 

１，０５０

円

 

（略）   

電動３点吊

りマイク装

１ 組 １ 回

につき 

（略）  

置   

（略）   

ワイヤレス

マイク（ハ

ンド型・タ

イピン型） 

１ 本 １ 回

につき 

６３０円 

ワイヤレス１ 本 １ 回 １，０５０ 

マイク（ボ

ーカル用） 

につき 円 

フロアマイ

クスタンド 

１ 本 １ 回

につき 

２１０円 

卓上マイク１ 本 １ 回 ２１０円 
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スタンド につき  

カセットデ

ッキ 

１台１回

につき 

７８０円 

ＣＤプレー

ヤー 

１台１回

につき 

７８０円 

 

 

  

 

 

  

 

スタンド につき  

カセットデ

ッキ 

１ 台 １ 回

につき 

５２０円 

ＣＤプレー

ヤー 

１ 台 １ 回

につき 

５２０円 

ＭＤデッキ １ 台 １ 回

につき 

５２０円 

オープンデ

ッキ 

１ 台 １ 回

につき 

１，０５０

円

大 ホ

ール 
 

  

その他 単位 使用料 摘要 

映写機１６

ミリ 

１台１回

につき 

４，７１０

円

(略) 

 

 

 

  

（略）   

移動式スク

リーン 

１式１回

につき 

４６０円会 議

室 用

 

 

  

ピアノ（ヤ

マハＣＦⅢ

―Ｓ） 

１台１回

につき 

１０，５０

０円

(略) 

（略）   

 

 

  

会議室用司

会台 

１台１回

につき 

７８０円 

展示用パネ １枚１回 ３１０円 

ル につき  

（略）   

 

 

  

 

その他 単位 使用料 摘要 

映写機１６

ミリ 

１ 台 １ 回

につき 

３，１４０

円

(略) 

スライドプ

ロジェクタ

ー 

１ 台 １ 回

につき 

１，０５０

円

大 ホ

ール 

（略）   

移動式スク

リーン 

１ 式 １ 回

につき 

３１０円  

  

実物投影機 １ 台 １ 回

につき 

１，０５０

円

 

ピアノ（ヤ

マハＣＦⅢ

―Ｓ） 

１ 台 １ 回

につき 

７，０００

円 

(略) 

（略）   

ビデオデッ

キ 

１ 台 １ 回

につき 

５２０円 

会議室用司

会台 

１ 台 １ 回

につき 

５２０円 

展示用パネ １枚１回 ２１０円 

ル につき  

（略）   

白布 １ 枚 １ 回

につき 

１，３００

円

 

 

備考 （略） 備考 （略） 
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（西条市立西条郷土博物館等設置及び管理条例の一部改正） 

第１８条 西条市立西条郷土博物館等設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第９

１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第１０条関係） 別表（第１０条関係） 

西条市立東予郷土館施設使用料 西条市立東予郷土館施設使用料 

区分 使用単位 使用料 

第一展示室 １日当たり ３，９７０円 

(略)   
 

区分 使用単位 使用料 

第一展示室 １日当たり ３，０００円

(略)   
 

（西条市小松史跡近藤篤山旧邸設置及び管理条例の一部改正） 

第１９条 西条市小松史跡近藤篤山旧邸設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第

１１０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

施設使用料 施設使用料 

区分 単位 使用料 備考 

座 敷 ・ 居

間 

１時間につき １８０円(略) 

 

区分 単位 使用料 備考 

座 敷 ・ 居

間 

１時間につき １２０円(略) 

 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

入館料 入館料 

区分 単位 入館料 備考 

全館 大人１人 １回 ３００円(略) 

大人１５人以上

の団体 

２２０円

 大人１人 １回  

小人１人 １回 １５０円(略) 
 

区分 単位 入館料 備考 

全館 大人１人 １回 ２００円(略) 

大人１５人以上

の団体 

１５０円

 大人１人 １回  

小人１人 １回 １００円(略) 
   

（西条市生涯学習の館設置及び管理条例の一部改正） 

第２０条 西条市生涯学習の館設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第９３号）

の一部を次のように改正する。 
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第５条関係） 使用料 別表（第５条関係） 使用料 

区分 １時間当たり 

第１音楽練習室 ４００円

第２音楽練習室 １６０円

アトリエ 団体 ３１０円

個人 ７０円

工房 団体 ３１０円

個人 ７０円
 

区分 １時間当たり 

第１音楽練習室 ３１０円

第２音楽練習室 １１０円

アトリエ 団体 ２１０円

個人 ５０円

工房 団体 ２１０円

個人 ５０円
 

備考 （略） 備考 （略） 

（五百亀記念館設置及び管理条例の一部改正） 

第２１条 五百亀記念館設置及び管理条例（平成２５年西条市条例第１号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第７条、第１５条関係） 別表（第７条、第１５条関係） 

五百亀記念館施設使用料 五百亀記念館施設使用料 

市民ギャラリー等使用料 

区分 使用単位 使用料 

市民ギャラリー ５時間 １，５００円

１日 ３，０００円

会議室 １時間 ３００円

（略） 
 

市民ギャラリー等使用料 

区分 使用単位 使用料 

市民ギャラリー ５時間 １，０００円 

１日 ２，０００円 

会議室 １時間 ２００円 

（略） 
 

備考 （略） 備考 （略） 

（西条市公共施設使用料減免条例の一部改正） 

第２２条 西条市公共施設使用料減免条例（平成１６年西条市条例第１１５号）の一

部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 
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改正後 改正前 

（減免割合） （減免割合） 

第４条 この条例による減免の割合は、

次のとおりとし、減免後の額に１０円

未満の端数が生じた場合は、これを切

り捨てるものとする。 

第４条 この条例による減免の割合は、

次のとおりとし、減免後の額に１０円

未満の端数が生じた場合は、これを切

り捨てるものとする。 

(1) 公共施設管理条例等に定める１人

当たりの使用料 前条第１項第１号

から第５号までに規定する者が公共

施設を利用するとき 免除（同項第

１号に規定する者で市内に住所を有

しないものにあっては、５割） 

(1) 公共施設管理条例等に定める１人

当たりの使用料 前条第１項第１号

から第５号までに規定する者が公共

施設を利用するとき 免除    

                

               

(2) （略） (2) （略） 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

備考 （略） 

１～３５

 （略） 

 

３６ 西条市西条東部地域交流セン

ター 

３７ 西条市西条西部地域交流セン

ター 

  

３８ （略） 

３９ （略） 

４０ （略） 

  

４１ （略） 

備考 （略） 

１～３５

 （略） 

 

３６ 

 

西条市西部総合福祉センター

   

３７ 

 

西条市総合文化会館    

   

３８ 西条市丹原文化会館 

３９ （略） 

４０ （略） 

４１ （略） 

４２ 西条市石鎚ふれあいの里 

４３ （略） 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の西条市地域創生センター設置及び管理条例の規定、

第２条の規定による改正後の西条市地域交流センター設置及び管理条例の規定、

第３条の規定による改正後の西条市福祉センター設置及び管理条例の規定、第４
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条の規定による改正後の西条市体育館設置及び管理条例の規定、第５条の規定に

よる改正後の西条市野球場設置及び管理条例の規定、第６条の規定による改正後

の西条市陸上競技場設置及び管理条例の規定、第７条の規定による改正後の西条

市テニスコート設置及び管理条例の規定、第８条の規定による改正後の西条市有

料公園施設設置及び管理条例の規定、第９条の規定による改正後の西条市屋内運

動場設置及び管理条例の規定、第１０条の規定による改正後の西条市スポーツコ

ミュニティセンター設置及び管理条例の規定、第１１条の規定による改正後の西

条市スポーツクライミング施設設置及び管理条例の規定、第１２条の規定による

改正後の西条市立学校体育施設照明設備使用料条例の規定、第１３条の規定によ

る改正後の西条市やすらぎ苑設置及び管理条例の規定、第１４条の規定による改

正後の西条市ひと・夢・未来創造拠点複合施設設置及び管理条例の規定、第１５

条の規定による改正後の西条市農村環境改善センター設置及び管理条例の規定、

第１６条の規定による改正後の西条市港湾施設設置及び管理条例の規定、第１７

条の規定による改正後の西条市文化会館設置及び管理条例の規定、第１８条の規

定による改正後の西条市立西条郷土博物館等設置及び管理条例の規定、第１９条

の規定による改正後の西条市小松史跡近藤篤山旧邸設置及び管理条例の規定、第

２０条の規定による改正後の西条市生涯学習の館設置及び管理条例の規定、第２

１条の規定による改正後の五百亀記念館設置及び管理条例の規定及び第２２条の

規定による改正後の西条市公共施設使用料減免条例の規定は、令和８年４月１日

以後の使用に係る使用料のうちこの条例の施行の日以後に徴収するものについて

適用し、令和８年４月１日前の使用に係る使用料及び同日以後の使用に係る使用

料のうちこの条例の施行の日前に徴収したものについては、なお従前の例による

。 
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提案理由 

受益者負担の適正化に向けた使用料の見直しに伴い、所要の条例改正を行おうと

するものである。 
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135 

議案第１０１号 

 

西条市水道事業給水条例の一部を改正する条例について 

 

西条市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和７年１２月２日提出 

 

西条市長  高 橋 敏 明 
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西条市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

西条市水道事業給水条例（平成１６年西条市条例第２００号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 
  

別表第１（第２１条関係） 

用

途 

メ ー

タ ー

口 径

料金（１箇月につき） 

基 本 水

量 

基 本

料 金

従量料金（１

立方メートル

につき） 

一

般

用 

１ ３

ミ リ

メ ー

ト ル

８ 立 方

メ ー ト

ル ま で

９ ０

０ 円

８ 立 方

メ ー ト

ル を 超

え る も

の 

１ ６

８ 円

２ ０

ミ リ

メ ー

ト ル

８ 立 方

メ ー ト

ル ま で

９ ９

０ 円

２ ５

ミ リ

メ ー

ト ル

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル ま

で 

１ ，

３ ６

０ 円

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え る

もの ３ ０

ミ リ

メ ー

ト ル

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル ま

で 

１ ，

７ ６

０ 円

４ ０

ミ リ

メ ー

ト ル

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル ま

で 

２ ，

２ ５

０ 円

５ ０

ミ リ

メ ー

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル ま

３ ，

７ ０

０ 円

別表第１（第２１条関係） 

用

途 

メ ー

タ ー

口 径

料金（１箇月につき） 

基 本 水

量 

基 本

料 金

従量料金（１

立方メートル

につき） 

一

般

用 

１ ３

ミ リ

メ ー

ト ル

８ 立 方

メ ー ト

ル ま で

９ ０

０ 円

８ 立 方

メ ー ト

ル を 超

え る も

の 

１ ５

０ 円

２ ０

ミ リ

メ ー

ト ル

８ 立 方

メ ー ト

ル ま で

９ ９

０ 円

２ ５

ミ リ

メ ー

ト ル

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル ま

で 

１ ，

３ ６

０ 円

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え る

もの ３ ０

ミ リ

メ ー

ト ル

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル ま

で 

１ ，

７ ６

０ 円

４ ０

ミ リ

メ ー

ト ル

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル ま

で 

２ ，

２ ５

０ 円

５ ０

ミ リ

メ ー

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル ま

３ ，

７ ０

０ 円
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ト ルで  

７ ５

ミ リ

メ ー

ト ル

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル ま

で 

４ ，

４ ０

０ 円

１ ０

０ ミ

リ メ

ー ト

ル 

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル ま

で 

５ ，

３ ０

０ 円

１ ０

０ ミ

リ メ

ー ト

ル を

超 え

る も

の 

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル ま

で 

市 長

が 別

に 定

め る

額 

公

衆

浴

場

用 

１ ３

ミ リ

メ ー

ト ル

８ 立 方

メ ー ト

ル ま で

９ ０

０ 円

８ 立 方

メ ー ト

ル を 超

え る も

の 

１ ３

８ 円

２ ０

ミ リ

メ ー

ト ル

８ 立 方

メ ー ト

ル ま で

９ ９

０ 円

２ ５

ミ リ

メ ー

ト ル

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル ま

で 

１ ，

３ ６

０ 円

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え る

もの ３ ０

ミ リ

メ ー

ト ル

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル ま

で 

１ ，

７ ６

０ 円

４ ０１ ０ 立２ ，

ト ルで  

７ ５

ミ リ

メ ー

ト ル

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル ま

で 

４ ，

４ ０

０ 円

１ ０

０ ミ

リ メ

ー ト

ル 

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル ま

で 

５ ，

３ ０

０ 円

１ ０

０ ミ

リ メ

ー ト

ル を

超 え

る も

の 

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル ま

で 

市 長

が 別

に 定

め る

額 

公

衆

浴

場

用 

１ ３

ミ リ

メ ー

ト ル

８ 立 方

メ ー ト

ル ま で

９ ０

０ 円

８ 立 方

メ ー ト

ル を 超

え る も

の 

１ ２

０ 円

２ ０

ミ リ

メ ー

ト ル

８ 立 方

メ ー ト

ル ま で

９ ９

０ 円

２ ５

ミ リ

メ ー

ト ル

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル ま

で 

１ ，

３ ６

０ 円

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え る

もの ３ ０

ミ リ

メ ー

ト ル

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル ま

で 

１ ，

７ ６

０ 円

４ ０１ ０ 立２ ，
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ミ リ

メ ー

ト ル

方 メ ー

ト ル ま

で 

２ ５

０ 円

５ ０

ミ リ

メ ー

ト ル

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル ま

で 

３ ，

７ ０

０ 円

７ ５

ミ リ

メ ー

ト ル

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル ま

で 

４ ，

４ ０

０ 円

１ ０

０ ミ

リ メ

ー ト

ル 

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル ま

で 

５ ，

３ ０

０ 円

１ ０

０ ミ

リ メ

ー ト

ル を

超 え

る も

の 

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル ま

で 

市 長

が 別

に 定

め る

額 

 

 

ミ リ

メ ー

ト ル

方 メ ー

ト ル ま

で 

２ ５

０ 円

５ ０

ミ リ

メ ー

ト ル

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル ま

で 

３ ，

７ ０

０ 円

７ ５

ミ リ

メ ー

ト ル

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル ま

で 

４ ，

４ ０

０ 円

１ ０

０ ミ

リ メ

ー ト

ル 

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル ま

で 

５ ，

３ ０

０ 円

１ ０

０ ミ

リ メ

ー ト

ル を

超 え

る も

の 

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル ま

で 

市 長

が 別

に 定

め る

額 

 

   

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の西条市水道事業給水条例の規定は、令和８年４月及び５

月分として徴収する水道料金の算定から適用し、同年３月分以前のものとして徴

収する水道料金の算定については、なお従前の例による。 
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提案理由 

物価高騰等による費用の増加及び給水人口の減少による料金収入の減少といった

厳しい経営環境の中、水道料金を適正な水準に見直すことにより、西条市水道事業の

持続可能な経営を確保するため、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

関係法令 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号） 

（料金） 

第２１条 地方公共団体は、地方公営企業の給付について料金を徴収することができ

る。 

２ 前項の料金は、公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下にお

ける適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができる

ものでなければならない。 
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議案第１０２号  
 
西条市火災予防条例の一部を改正する条例について  

 
西条市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 
令和７年１２月２日提出 

 
西条市長  高 橋 敏 明 
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西条市火災予防条例の一部を改正する条例 

西条市火災予防条例（平成１６年西条市条例第２０６号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

目次 

第１章～第３章の２ （略） 

第３章の３ 林野火災の予防（第２９

条の８・第２９条の９） 

第４章～第７章 （略） 

附則 

目次 

第１章～第３章の２ （略） 

 

 

第４章～第７章 （略） 

附則 

第２９条 火災に関する警報（法第２２

条第３項に規定する火災に関する警報

をいう。以下同じ。）が発せられた場

合における火の使用については、次に

定めるところによらなければならな

い。 

第２９条 火災に関する警報     

                 

          が発せられた場

合における火の使用については、次に

定めるところによらなければならな

い。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

 (7) 屋内において裸火を使用するとき

は、窓、出入口等を閉じて行うこ

と。 

第２９条の７ （略） 第２９条の７ （略） 

第３章の３ 林野火災の予防  

（林野火災に関する注意報）  

第２９条の８ 市長は、気象の状況が山

林、原野等における火災（以下「林野

火災」という。）の予防上注意を要す

ると認めるときは、林野火災に関する

注意報を発することができる。 

 

２ 前項の規定による注意報が発せられ

たときは、注意報が解除されるまでの

間、市の区域内にある者は、第２９条

各号に定める火の使用の制限に従うよ
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う努めなければならない。 

３ 市長は、林野火災の発生の危険性を

勘案して、前項の規定による火の使用

の制限の努力義務の対象となる区域を

指定することができる。 

 

（林野火災の予防を目的とした火災に

関する警報の発令中における火の使用

の制限） 

 

第２９条の９ 市長は、林野火災の予防

を目的として火災に関する警報を発し

たときは、林野火災の発生の危険性を

勘案して、第２９条各号に定める火の

使用の制限の対象となる区域を指定す

ることができる。 

 

（屋外催しに係る防火管理） （屋外催しに係る防火管理） 

第４２条の３ 前条第１項の指定催しを

主催する者は、同項の指定を受けたと

きは、速やかに防火担当者を定め、当

該指定催しを開催する日の１４日前ま

でに（当該指定催しを開催する日の１

４日前の日以後に同項の指定を受けた

場合にあっては、防火担当者を定めた

後遅滞なく）次の各号に掲げる火災予

防上必要な業務に関する計画を作成さ

せるとともに、当該計画に基づく業務

を行わせなければならない。 

第４２条の３ 前条第１項の指定催しを

主催する者は、同項の指定を受けたと

きは、速やかに防火担当者を定め、当

該指定催しを開催する日の１４日前ま

でに（当該指定催しを開催する日の１

４日前の日以後に同項の指定を受けた

場合にあっては、防火担当者を定めた

後遅滞なく）次の各号に掲げる火災予

防上必要な業務に関する計画を作成さ

せるとともに、当該計画に基づく業務

を行わせなければならない。 

(1)、(2) （略） (1)、(2) （略） 

(3) 対象火気器具等を使用し、又は危

険物を取り扱う露店、屋台その他こ

れらに類するもの（第４５条第１項

において「露店等」という。）及び

客席の火災予防上安全な配置に関す

ること。 

(3) 対象火気器具等を使用し、又は危

険物を取り扱う露店、屋台その他こ

れらに類するもの（第４５条   

において「露店等」という。）及び

客席の火災予防上安全な配置に関す

ること。 

(4)～(6) （略） (4)～(6) （略） 
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２ （略） ２ （略） 

（火災と紛らわしい煙等を発するおそ

れのある行為等の届出） 

（火災と紛らわしい煙等を発するおそ

れのある行為等の届出） 

第４５条 次に掲げる行為をしようとす

る者は、あらかじめ、その旨を消防長

に届け出なければならない。 

第４５条 次に掲げる行為をしようとす

る者は、あらかじめ、その旨を消防長

に届け出なければならない。 

(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発

するおそれのある行為（たき火を含

む。） 

(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発

するおそれのある行為      

    

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略） 

２ 消防長は、前項各号に掲げるそれぞ

れの行為について、届出の対象となる

期間及び区域を指定することができ

る。 

 

  

附 則 

この条例は、令和８年１月１日から施行する。 
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提案理由 

林野火災に関する注意報及び林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の的

確な発令等によって林野火災の予防の実効性を高めるため、所要の条例改正を行おう

とするものである。 
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議案第１０３号  
 
西条市本谷温泉館設置及び管理条例を廃止する等の条例について  

 
西条市本谷温泉館設置及び管理条例を廃止する等の条例を次のように定める。  

 
令和７年１２月２日提出 

 
西条市長  高 橋 敏 明 
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西条市本谷温泉館設置及び管理条例を廃止する等の条例  
（西条市本谷温泉館設置及び管理条例の廃止） 

第１条 西条市本谷温泉館設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第１７２号）は、

廃止する。 

（西条市特別会計条例の一部改正）  
第２条 西条市特別会計条例（平成１６年西条市条例第５０号）の一部を次のように

改正する。  
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

（設置） （設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２０９条第２項の規定に基

づき、次の各号に掲げる特別会計を当

該各号に定める目的のため設置する。 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２０９条第２項の規定に基

づき、次の各号に掲げる特別会計を当

該各号に定める目的のため設置する。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

 (4) 本谷温泉事業特別会計 本谷温泉

事業 

(4) （略） (5) （略） 

(5) （略） (6) （略） 

(6) （略） (7) （略） 

(7) （略） (8) （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 西条市本谷温泉事業特別会計に係る令和７年度の出納整理及び決算の事務につい

ては、第２条の規定による改正後の西条市特別会計条例の規定にかかわらず、な

お従前の例による。 

３ この条例の施行の際第２条の規定による改正前の西条市特別会計条例の規定に基

づく西条市本谷温泉事業特別会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、西条

市一般会計に帰属するものとする。 
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提案理由 

令和７年度末をもって、西条市本谷温泉館の運営を終了することに伴い、及び西

条市本谷温泉事業特別会計を廃止するため、条例の廃止等を行おうとするものである。 

 


